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１．まえがき
本学理工学系では次の教育職員免許状を取得することができる。

免許状の種類 免許教科

中学校教諭
一種免許状 数学，理科
専修免許状 数学，理科

高等学校教諭
一種免許状 数学，理科，情報，工業
専修免許状 数学，理科，情報，工業

免許状を取得するには，学位（一種免許状：学士の学位，専修免許状：修士の学位）を取得し，基礎資格を得ること
の他に，教育職員免許法に定める科目等の単位等を修得することが必要である。（「４．免許状取得に必要な単位等の修
得について」参照）

卒業資格取得のための科目履修と教職科目の履修とが時には重複し，時には並行して行われる必要があるため，計画
的に履修していくことが望ましい。

「教職や教科の指導法に関する科目」についての学習は，単に，中学校，高等学校の教員を目指す者にとってのみな
らず，大学院などを経て大学教員，高等専門学校教員，教育者になろうとする者にとっても有益である。企業その他に
おいても教育訓練を担当する機会が増えているので，教職に就かない者にとっても，一通りの基礎知識，基礎資格を得
ておくことを勧める。

もちろん，卒業後，科目等履修生になって，教職免許取得のための学習をし，苦労を重ねつつ現場教員になっていく
卒業生もいる。しかし，卒業後の資格取得はなかなか大変であることを考え，在学中の履修計画（在学中にとる科目と
卒業してから必要になった時にとる科目を計画することを含め）をしっかりと立てられることを望む。

このガイドブックが，その役に立つことを希望する。

なお，教職の担当教員と研究室・連絡先は以下のとおりである。

リベラルアーツ研究教育院（環境・社会理工学院  社会・人間科学コース）
職 氏名 研究室 内線 E-mail

教授 室田　真男 大岡山西９号館 701 3621 murota@ila
教授 稲葉利江子 大岡山西９号館 619 2256 inaba@ila

准教授 鈴木　悠太 大岡山西９号館 704 2391 yutasuzuki@ila
准教授 木村　優里 大岡山西９号館 617 2255 ykimura@ila
講師 栗山　直子 大岡山西９号館 727 2848 kuriyama@ila
講師 永原健大郎 大岡山西９号館 728 3294 nagahara@ila

外部から電話をかけるときは，03-5734-［内線番号］とすること。
電子メールアドレスには，.isct.ac.jp を追記すること。
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２．本学における教員養成のあゆみ
現在，本学理工学系の教職課程は，教育職員免許法に定められている
・「教職に関する科目」
・各免許教科の「教科の指導法に関する科目」
・免許教科「工業」の「教科に関する科目」のうちの「職業指導」
・�免許教科「情報」の「教科に関する科目」のうちの「情報社会（職業に関する科目を含む。）・情報倫理」，「マルチ

メディア表現及び技術」
を１頁に示した専任教員と外部から招聘している非常勤講師等とによって担当し，運営することによって，中学校並び
に高等学校教員養成の機能の基礎を作り出している。ただし，教職課程は，後述する通り，教職科目担当教員のみで認
定を受けるものではなく，各系・コースの専門科目を担当する教員も，「教科に関する科目」の担当者として教職課程
認定に関わっている。さらには，「日本国憲法」，「体育」，「外国語」，「数理，データ活用及び人工知能に関する科目ま
たは情報機器の操作」に関する科目の単位取得も必要とされ，実質的には，本学の教員のほとんどが教職課程に関わっ
ているという事実を忘れてはならないだろう。

ここで少し歴史をふり返ってみると，東京科学大学が教員養成の役割を果たしてきたのは，理工学系の母体となった
東京工業大学の最初の前身である明治14年設立の東京職工学校にまでさかのぼることができる。

すなわち，文部卿福岡孝弟が太政大臣三条実美に提出した「職工学校ヲ東京ニ設置スヘキ件ニ付伺」の中に，東京職
工学校設立の目的の一つとして，将来全国に設置されるであろう同様の職工学校のための師範学校とするということが
挙げられていた。

だが，東京職工学校は東京工業学校と名を変えて（明治23年）専門工業教育機関としての態をなしてくる中で，明治
27年の「工業教員養成規程」に基づいて，同年中等工業学校教員を養成する工業教員養成所が附置された。

この養成所は東京工業学校が東京高等工業学校を経て，東京工業大学と昇格した（昭和４年）後も，しばらく設置さ
れており，昭和６年に廃止となった。

これ以後は，明治32年に制定された「実業学校教員養成規定」の大正９年の改正に基づいて，東京工業大学の学生で，
将来中等工業学校教員になる者には，国からの学資補給がなされるという形で行われた。

このことの意味は，中等工業学校教員の養成が，大学でも行われるようになったということなのである。今日の工業
高等学校の歴史や，手工教育の歴史をひもといてみるとき，注目すべき教育実践に関わった本学の先輩をしばしば見い
だすというすぐれた伝統は，この歴史の中から生みだされたのである。

また，旧制中学校の教員になるためには，明治17年「中学校師範学校免許規定」というのが制定されて，検定試験に
よって旧制中学校の教員になれたため，本学の卒業生でそうしたコースを選んだ者も当然いたことであろう。

そして，戦後において，こうした中等工業学校や旧制中学校の後身となった高等学校と，新制中学校の教員養成が，
新たな形で本学において始められた。すなわち，戦後間もない頃に，その後の教職科目担当部門の基になる研究室が，
人文学系の研究室の一つとして開かれ，教職課程が昭和24年制定の「教育職員免許法」に基づいて開始された。

それは，教職科目担当部門が開講する科目と，専門課程の科目を履修することによって教職課程を履修することがで
きるという開放制教員養成制度なのである（もちろん，昭和36年から昭和44年の間，工業教員養成所が附設されて，工
業高等学校の急増期に対応したことは記憶にとどめておかねばならないが）。

今日では，教員養成のための独自の専門課程はなくなり，広く教員になれるための機会が開かれている。だからと
いって，教員免許状を得るのは簡単だと考えるなら，それは思い違いである。本学に学ぶ学生がすべて，教員免許状を
取得する機会に恵まれているという，今日のこの制度を，皆で大事にしてほしい。そして，日本のかつての中等工業教
育の歴史の中に果たした本学の輝かしい伝統を引き継ぎつつ，更に，これからの日本の中等教育全体に対し，多大の役
割を果たす青年が数多く，本学の教職課程から育ってほしいと思う。

なお，教職科目担当専任教員は，平成８年度以前まで工学部教職学科目に所属していたが，大学院社会理工学研究科
の設置に伴い，人間行動システム専攻人間開発科学講座に所属変更になり，大学院学生の研究指導も担当することになっ
た。さらに，平成28年度以降は，リベラルアーツ研究教育院に所属変更になったが，大学院で教育工学，認知科学，教
育学などの研究テーマに取り組む学生の受け入れを環境・社会理工学院　社会・人間科学コースで引き続き行っている。
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３．教員の資格
【１】教員の身分と地位

一般に，公教育制度の下では，教員は，教育という公務に従事する公職者という身分と地位を持っている。そこで，
公職者として「国民全体のために奉仕する」ことが要請される。また，その職能活動は，社会の公益，福祉に深く関係
することから，教員になるためには，一定の資格要件を満たすことが必要となる。

【２】教員の資格要件
資格要件には，①消極的資格要件と②積極的資格要件がある。
①は，人がある地位に付くために，該当してはならない条件のことで欠格条項と呼ばれている。
②は，人がある地位に付くために備えていることが法律上必要とされる一定の資格のことで，免許資格その他の任用

資格とがある。
小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校及び幼稚園の教員になるためには，これらの要件をすべ

て充足していなければならない。
①消極的資格要件（欠格条項）
学校教育法第九条は，校長，教員の欠格事由として次のように定めている。
「次の各号のいずれかに該当する者は，校長又は教員となることができない。

一　禁錮以上の刑に処せられた者
二　教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い，当該失効の

日から三年を経過しない者
三　教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け，三年を経過しない

者
四　日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した者」
②積極的資格要件
小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校及び幼稚園の教員になるには，所定の免許状を有する者

でなければならない。（教育職員免許法第三条）
免許状には，以下の種類がある。

普通
免許状

小学校，中学校，高等学校，特別支援学校及び幼稚園の教諭又は養護教諭又は栄養教諭の免許状。
それぞれ専修，一種，二種（高等学校教諭の免許状にあっては，専修免許状及び一種免許状）。
すべての都道府県において，効力を有する。

特別
免許状

小学校，中学校，高等学校，特別支援学校の教諭の免許状。
免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県内においてのみ効力を有する。
教員に雇用しようとする者の推薦を受けた社会人（教員免許状を有していないが，担当する教科に関する専門的
な知識経験又は技能を有する）などに対して実施される，各都道府県教育委員会による教育職員検定に合格する
と授与される。

臨時
免許状

小学校，中学校，高等学校，特別支援学校及び幼稚園の助教諭又は養護助教諭の免許状。
その免許状を授与したときから３年間，その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県内においてのみ効力
を有する。
普通免許状を有する者を採用できない場合に限り，教育職員検定を経て授与される。

中学校と高等学校の教諭及び助教諭の免許状は，教科ごとに授与される。
普通免許状の専修，一種，二種の相異は，それを取得するために必要とされる基礎知識と最低修得単位数の相異に

よるもので，教員としての地位にはなんらの相異を生ずるものではない。

【３】採用について
公立の小学校，中学校，高等学校の教員になるためには，以上に述べた要件を満たすほか，各都道府県等の行う選考

を経なくてはならない（選考の方法，時期は都道府県等によって異なっているので，直接，就職を希望する学校のある
都道府県等の教育委員会の情報を確認すること）。

国立と私立学校の場合は各学校が選考し採用する。選考の方法や時期は学校ごとに異なるため，各校の情報を確認す
ること。（詳細は，「６．就職について」参照）
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４．免許状取得に必要な単位等の修得について
【１】本章の対象者

対象者：2026年度の入学者

【２】免許状取得に必要な単位等
免許状取得には，表１に示す所要資格を満たす必要がある。
一種免許状は，基礎資格を得ること及び必要単位等を修得すること
専修免許状は�，①基礎資格を得た上で
　　　　　　　②�同一学校種・同一教科の一種免許状取得に必要な条件を学士課程授業科目の単位修得等によって満

たし，
　　　　　　　さらに，
　　　　　　　③大学院の授業科目で，取得希望免許教科の備考４）に該当する科目を24単位以上修得すること

表１　免許状取得に必要な所要資格

� 所要資格

免許状の種類

基礎資格

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

教職に関
する必修

科目

教科及び教科の指導
法，または教職に関
する選択科目

日本国
憲法 体育

外国語
コ ミ ュ ニ
ケーション

数理，
データ活
用及び人
工知能に
関する科
目又は情
報機器の

操作

介護等の
体験

⇒【４】 ⇒【５】 − ⇒【６】 ⇒【７】

中学校
教諭

専修
免許状

修士の学位を有
すること１）

一種に
同じ

一種に
同じ

一種３）

＋24（大学院科目）４）
一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ 必要５）

一種
免許状

学士の学位を有
すること２） 28 27 4３），６） 2 2 2 2 必要

高等学校
教諭

専修
免許状

修士の学位を有
すること１）

一種に
同じ

一種に
同じ

一種３）

＋24（大学院科目）４）
一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ －

一種
免許状

学士の学位を有
すること２） 24 23 12３），６） 2 2 2 2 －

ア イ ウ

根拠となる法令　ア　教育職員免許法別表第一
　　　　　　　　イ　教育職員免許法別表第一備考第四号・教育職員免許法施行規則第66条の６
　　　　　　　　ウ　�小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律，平成９

年法律第90号

備考
１）「修士の学位を有すること」には，大学院の修士課程に一年以上在学し，30単位以上修得した場合を含む。
２）「学士の学位を有すること」には，いわゆる飛び入学により大学院の修士課程に入学した場合を含む。
３）「教科及び教科の指導法，又は教職に関する選択科目」は，表２，表３の所要単位を超えて修得した科目。
４）�専修免許状取得のための24単位の対象科目については，教務課大学院グループ，または，横浜教務グループの窓口

で確認すること。なお，免許申請時に発行される「学力に関する証明書」には，これらの科目は「大学が独自に設
定する科目」という名称で記載される。

５）すでに中学校の免許状を取得している者は不要。
６）教育職員免許法第６条第３項別表第四により取得する者を除く。
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【３】本学で取得できる免許状
本学において認定されている免許状の種類と免許教科は以下のとおりである。

� 免許状の種類
学　院

中学校教諭
一種免許状

高等学校教諭
一種免許状

中学校教諭
専修免許状

高等学校教諭
専修免許状

理学院 数学，理科 数学，理科 数学，理科 数学，理科

工学院 情報，工業 情報，工業

物質理工学院 理科 理科，工業 理科 理科，工業

情報理工学院 数学 数学，情報 数学 数学，情報

生命理工学院 理科 理科 理科 理科

環境・社会理工学院 工業 工業

備考
　所属学院において認定されていない免許教科を希望する場合は，その免許教科が認定されている学院において「教科
及び教科の指導法に関する科目」を履修する必要がある。
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【４】教科及び教科の指導法に関する科目（学士課程開講科目）
表１の「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位修得方法は，免許教科ごとに以下の表のとおりとする。
また，それぞれに対応する授業科目および履修方法の詳細は，次頁以降を参照のこと。

表２　「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位修得方法
１．数学

免許法施行規則に定める科目区分等 最低修得単位数
科目区分 各科目に含めることが必要な事項 中学校 高等学校

教科に関する専門的事項

代数学

20単位 20単位
幾何学
解析学
「確率論、統計学」
コンピュータ

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） ８単位 ４単位

２．理科
免許法施行規則に定める科目区分等 最低修得単位数

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 中学校 高等学校

教科に関する専門的事項

物理学

20単位 20単位
化学
生物学
地学
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） ８単位 ４単位

３．情報
免許法施行規則に定める科目区分等 最低修得単位数

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 高等学校

教科に関する専門的事項

情報社会（職業に関する科目を含む。）・情報倫理

20単位
コンピュータ・情報処理
情報システム
情報通信ネットワーク
マルチメディア表現・マルチメディア技術

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） ４単位

４．工業
免許法施行規則に定める科目区分等 最低修得単位数

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 高等学校

教科に関する専門的事項
工業の関係科目

20単位
職業指導

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） ４単位

備考
・�教科に関する専門的事項においては，各科目に含めることが必要な事項ごとに，一般的包括的内容を含む科目（「○：

必修科目」）の修得を必要とする。
・�本学では，「教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目」に該当する科目の

設定はない。
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数　学
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理学院　中一種免（数学），高一種免（数学）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

代数学

線形代数学第一・演習 ○ ２ 理工系教養科目（数学）
線形代数学第二 ２ 理工系教養科目（数学）
線形代数学演習第二 １ 理工系教養科目（数学）
代数学概論第一 ２ 数学系専門科目
代数学概論第二 ２ 数学系専門科目
代数学概論第三 ２ 数学系専門科目
代数学概論第四 ２ 数学系専門科目
線形空間論第一 １ 数学系専門科目
線形空間論第二 １ 数学系専門科目
代数学第一 ２ 数学系専門科目
代数学第二 ２ 数学系専門科目
代数学続論 ２ 数学系専門科目
物理数学Ⅲ 3 物理学系専門科目

幾何学

位相空間論第一 ２ 数学系専門科目
位相空間論第二 ２ 数学系専門科目
位相空間論第三 ２ 数学系専門科目
位相空間論第四 ２ 数学系専門科目
幾何学概論第一 ○ １ 数学系専門科目
幾何学概論第二 １ 数学系専門科目
幾何学第一 ２ 数学系専門科目
幾何学第二 ２ 数学系専門科目
幾何学続論 ２ 数学系専門科目
位相幾何学 ２ 数学系専門科目

解析学

微分積分学第一・演習 ○ ２ 理工系教養科目（数学）
微分積分学第二 ２ 理工系教養科目（数学）
微分積分学演習第二 １ 理工系教養科目（数学）
解析学概論第一 ２ 数学系専門科目
解析学概論第二 ２ 数学系専門科目
解析学概論第三 ２ 数学系専門科目
解析学概論第四 ２ 数学系専門科目
応用解析序論第一 １ 数学系専門科目
応用解析序論第二 １ 数学系専門科目
複素解析第一 ２ 数学系専門科目
複素解析第二 ２ 数学系専門科目
実解析第一 ２ 数学系専門科目
実解析第二 ２ 数学系専門科目
複素解析続論 ２ 数学系専門科目
微分方程式概論第一 １ 数学系専門科目
微分方程式概論第二 １ 数学系専門科目
函数解析 ２ 数学系専門科目
物理数学Ⅰ（講義） ２ 物理学系専門科目
物理数学Ⅰ（演習） １ 物理学系専門科目
物理数学Ⅱ（講義） ２ 物理学系専門科目
物理数学Ⅱ（演習） １ 物理学系専門科目

「確率論、統計学」 確率論 ○ ２ 数学系専門科目

コンピュータ
計算物理

○※1
２ 物理学系専門科目 ※1）３科目のうちか

ら１科目を選択必修コンピュータサイエンス第一 １ 理工系教養科目（情報）
コンピュータサイエンス第二 １ 理工系教養科目（情報）

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

数学科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目

※2）中一種免のみ必
修。高一種免は選択。

数学科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
数学科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
数学科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目
数学科教育法実践演習Ⅰ ○※2 ２ 教職科目
数学科教育法実践演習Ⅱ ○※2 ２ 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。ただし，※印を付した科目については備考欄の記載に従い履修すること。
・�「コンピュータサイエンス第一」「コンピュータサイエンス第二」は，免許法施行規則第66条の６に定める科目との重複がある

ため注意すること。
　（P28【６】備考の表を参照）
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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情報理工学院　中一種免（数学），高一種免（数学）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

代数学

代数系 ３ 数理・計算科学系専門科目
応用線形代数 ２ 数理・計算科学系専門科目
線形代数学第一・演習 ○ ２ 理工系教養科目（数学）
線形代数学第二 ２ 理工系教養科目（数学）
線形代数学演習第二 １ 理工系教養科目（数学）

幾何学
集合と位相第一 ○ ２ 数理・計算科学系専門科目
集合と位相第一演習 １ 数理・計算科学系専門科目
離散構造 ２ 数理・計算科学系専門科目

解析学

応用微分積分 ２ 数理・計算科学系専門科目
複素解析 ２ 数理・計算科学系専門科目
微分積分学第一・演習 ○ ２ 理工系教養科目（数学）
微分積分学第二 ２ 理工系教養科目（数学）
微分積分学演習第二 １ 理工系教養科目（数学）

「確率論、統計学」
確率論基礎 ○ ３ 数理・計算科学系専門科目
数理統計学 ３ 数理・計算科学系専門科目
マルコフ解析 ２ 数理・計算科学系専門科目

コンピュータ 計算機科学概論 ○ ３ 数理・計算科学系専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

数学科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目

※中一種免のみ必修。
高一種免は選択。

数学科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
数学科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
数学科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目
数学科教育法実践演習Ⅰ ○※ ２ 教職科目
数学科教育法実践演習Ⅱ ○※ ２ 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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理　科
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理学院　中一種免（理科），高一種免（理科）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物理学

力学基礎１ ○ １ 理工系教養科目（物理学）
力学基礎２ ○ １ 理工系教養科目（物理学）
電磁気学基礎１ ○ １ 理工系教養科目（物理学）
電磁気学基礎２ ○ １ 理工系教養科目（物理学）
物理学演習第一 １ 理工系教養科目（物理学）
物理学演習第二 １ 理工系教養科目（物理学）
電磁気学（講義） ２ 物理学系専門科目
電磁気学（演習） １ 物理学系専門科目
電磁気学Ⅱ（講義） ２ 物理学系専門科目
電磁気学Ⅱ（演習） １ 物理学系専門科目
解析力学（講義） ２ 物理学系専門科目
解析力学（演習） １ 物理学系専門科目
量子力学入門（講義） ２ 物理学系専門科目
量子力学入門（演習） １ 物理学系専門科目
量子力学Ⅱ（講義） ２ 物理学系専門科目
量子力学Ⅱ（演習） １ 物理学系専門科目
物理実験学 １ 物理学系専門科目
熱力学（物理）（講義） １ 物理学系専門科目
熱力学（物理）（演習） １ 物理学系専門科目
現代物理学概論 １ 物理学系専門科目
電磁気学Ⅲ（講義） ２ 物理学系専門科目
電磁気学Ⅲ（演習） １ 物理学系専門科目
量子力学Ⅲ（講義） ２ 物理学系専門科目
量子力学Ⅲ（演習） １ 物理学系専門科目
原子核物理学 ２ 物理学系専門科目
素粒子物理学 ２ 物理学系専門科目
宇宙物理学 ２ 物理学系専門科目
物理学のフロンティア ２ 物理学系専門科目
基礎固体物理学 ２ 物理学系専門科目
物性物理学Ⅰ ２ 物理学系専門科目
化学物理学 ２ 物理学系専門科目
プラズマ物理学 ２ 物理学系専門科目
相対論的量子力学 ２ 物理学系専門科目
物性物理学Ⅱ ２ 物理学系専門科目
一般相対論 ２ 物理学系専門科目
統計力学（講義） ２ 物理学系専門科目
統計力学（演習） １ 物理学系専門科目
統計力学Ⅱ（講義） ２ 物理学系専門科目
統計力学Ⅱ（演習） １ 物理学系専門科目
力学（地惑） 4 地球惑星科学系専門科目
地球化学 A ２ 地球惑星科学系専門科目
電磁気学（地惑） 4 地球惑星科学系専門科目
流体力学（地惑） ２ 地球惑星科学系専門科目

化　学

無機化学基礎 ○ １ 理工系教養科目（化学）
有機化学基礎 ○ １ 理工系教養科目（化学）
量子化学基礎 ○ １ 理工系教養科目（化学）
化学熱力学基礎 ○ １ 理工系教養科目（化学）
無機化学第一 ２ 化学系専門科目
有機化学第一 ２ 化学系専門科目
量子化学序論 ２ 化学系専門科目
基礎分析化学 ２ 化学系専門科目
有機化学第二 ２ 化学系専門科目
化学統計熱力学 ２ 化学系専門科目
無機化学演習第一 １ 化学系専門科目
量子化学序論演習 １ 化学系専門科目
有機化学演習第一 １ 化学系専門科目
有機化学演習第二 １ 化学系専門科目
基礎分析化学演習 １ 化学系専門科目
化学統計熱力学演習 １ 化学系専門科目
無機化学第二 ２ 化学系専門科目
反応物理化学序論 ２ 化学系専門科目
有機化学第三 ２ 化学系専門科目
化学計測学 ２ 化学系専門科目
有機構造化学 ２ 化学系専門科目
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科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

化　学

光化学 ２ 化学系専門科目
天然物化学 ２ 化学系専門科目
結晶化学 ２ 化学系専門科目
物性化学 ２ 化学系専門科目
地球化学 ２ 化学系専門科目
量子化学 ２ 化学系専門科目
有機反応論 ２ 化学系専門科目
固体化学 １ 化学系専門科目
分子構造学 ２ 化学系専門科目
反応物理化学 ２ 化学系専門科目
合成有機化学 ２ 化学系専門科目
反応物理化学序論演習 １ 化学系専門科目
無機化学演習第二 １ 化学系専門科目
有機化学演習第三 １ 化学系専門科目
宇宙地球化学 ２ 地球惑星科学系専門科目

生物学

生命科学基礎第一１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第一２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）

地　学

宇宙地球科学Ａ ○ ２ 理工系教養科目（宇宙地球科学）
宇宙地球科学Ｂ ○ ２ 理工系教養科目（宇宙地球科学）
地球科学序論 ２ 地球惑星科学系専門科目
惑星科学序論 ２ 地球惑星科学系専門科目
地球史概論 ２ 地球惑星科学系専門科目
地惑実験学
（安全・データ解析） １ 地球惑星科学系専門科目

地球物質学 ２ 地球惑星科学系専門科目
火山学 ２ 地球惑星科学系専門科目
惑星天文学 ２ 地球惑星科学系専門科目
地震学 ２ 地球惑星科学系専門科目
地球システム科学 ２ 地球惑星科学系専門科目

物理学実験・化学実験
・生物学実験・地学実
験

物理学実験第一 ○※1 １ 理工系教養科目（物理学） ※1,2,3,4）中一種免の
み必修。高一種免は
※1～※4の組み合わ
せから１つ以上を選
択必修。

物理学実験第二 １ 理工系教養科目（物理学）
物理学実験 A ２ 物理学系専門科目
物理学実験 B ２ 物理学系専門科目
化学実験第一 ○※2 ２ 理工系教養科目（化学）
化学実験第二 ２ 理工系教養科目（化学）
物理化学基礎実験 ２ 化学系専門科目
無機・分析化学基礎実験 ２ 化学系専門科目
有機化学基礎実験 ２ 化学系専門科目
有機化学総合実験 ２ 化学系専門科目
物理化学総合実験 ２ 化学系専門科目
無機・分析化学総合実験 ２ 化学系専門科目
生命科学基礎実験 ○※3 １ 理工系教養科目（生命科学）
宇宙地球科学基礎ラボ
（地球物理） ○※4 １ 理工系教養科目（宇宙地球科学）

地惑実験（岩石学） １ 地球惑星科学系専門科目
地惑実験（地球化学） １ 地球惑星科学系専門科目
地惑実験（物理計測） １ 地球惑星科学系専門科目
地惑実験（野外実習） １ 地球惑星科学系専門科目
地惑巡検 4 地球惑星科学系専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

理科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目

※5）中一種免のみ必
修。高一種免は選択。

理科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
理科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
理科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目
理科教育法実践演習Ｉ ○※5 ２ 教職科目
理科教育法実践演習Ⅱ ○※5 ２ 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。ただし，※印を付した科目については備考欄の記載に従い履修すること。
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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物質理工学院 　中一種免（理科），高一種免（理科）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物理学

力学基礎１ ○ 1 理工系教養科目（物理学）
力学基礎２ ○ 1 理工系教養科目（物理学）
電磁気学基礎１ ○ 1 理工系教養科目（物理学）
電磁気学基礎２ ○ 1 理工系教養科目（物理学）
電気学 ２ 材料系専門科目
結晶とフォノン ２ 材料系専門科目
結晶学 ２ 材料系専門科目
固体物理学（格子系） ２ 材料系専門科目
統計力学（C） ２ 材料系専門科目   重複履修不可統計力学（M） ２ 材料系専門科目
無機材料強度学 ２ 材料系専門科目
金属材料解析 ２ 材料系専門科目
金属の電子構造と物性 ２ 材料系専門科目
固体物理学（電子系） ２ 材料系専門科目
光学Ⅰ 1 材料系専門科目
光学Ⅱ 1 材料系専門科目
材料熱力学 ２ 材料系専門科目
材料量子力学 ２ 材料系専門科目
物理化学１（熱力学） 1 応用化学系専門科目
分子運動論 1 応用化学系専門科目
無機材料化学 1 応用化学系専門科目
化学工学１（相界面工学） 1 応用化学系専門科目
化学工学４（移動現象基礎） 1 応用化学系専門科目
物理化学４（統計力学） 1 応用化学系専門科目
高分子物性１（溶液物性） 1 応用化学系専門科目
高分子物性２（固体構造） 1 応用化学系専門科目
電気化学１（基礎） 1 応用化学系専門科目

化　学

無機化学基礎 ○ 1 理工系教養科目（化学）
有機化学基礎 ○ 1 理工系教養科目（化学）
量子化学基礎 ○ 1 理工系教養科目（化学）
化学熱力学基礎 ○ 1 理工系教養科目（化学）
セラミックスプロセシング ２ 材料系専門科目
量子化学 A 1 材料系専門科目
量子化学 B 1 材料系専門科目
物理化学（化学熱力学） 1 材料系専門科目
有機化学（構造−Ⅰ） 1 材料系専門科目
有機化学（構造−Ⅱ） 1 材料系専門科目
有機化学（反応）Ａ 1 材料系専門科目
有機化学（反応）Ｂ 1 材料系専門科目
状態図・相図と相安定 ２ 材料系専門科目
移動速度論 1 材料系専門科目
金属熱力学 1 材料系専門科目
有機化学（機能）Ａ 1 材料系専門科目
有機化学（機能）Ｂ 1 材料系専門科目
有機材料合成化学Ａ 1 材料系専門科目
有機材料合成化学Ｂ 1 材料系専門科目
有機材料合成化学Ｃ 1 材料系専門科目
生物有機化学Ａ 1 材料系専門科目
生物有機化学Ｂ 1 材料系専門科目
電気化学 ２ 材料系専門科目
界面化学 ２ 材料系専門科目
物理化学２（化学平衡） 1 応用化学系専門科目
物理化学３（反応速度） 1 応用化学系専門科目
有機化学第一（アルカン）（応用化学） 1 応用化学系専門科目
有機化学第二（アルケン） 1 応用化学系専門科目
有機化学第１（アルカン･アルケン･アルキン） ２ 応用化学系専門科目
有機化学第２（C-X） 1 応用化学系専門科目
有機化学第３（ベンゼン・C-O） 1 応用化学系専門科目
無機化学１（結合） 1 応用化学系専門科目
無機化学２（構造・反応） 1 応用化学系専門科目
量子化学１（量子力学） 1 応用化学系専門科目
量子化学２（分子軌道） 1 応用化学系専門科目
高分子化学基礎 1 応用化学系専門科目
電気化学２（応用） 1 応用化学系専門科目

｝
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科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

化　学
有機化学第４（C=O・C ≡ N） 1 応用化学系専門科目
高分子合成１（逐次重合） 1 応用化学系専門科目
高分子合成２（連鎖重合） 1 応用化学系専門科目

生物学

生命科学基礎第一１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第一２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）

地　学 結晶化学（C） ２ 材料系専門科目
地球の化学 ○ １ 応用化学系専門科目

物理学実験・化学実
験・生物学実験・地学
実験

物理学実験第一 ○※1 １ 理工系教養科目（物理学） ※1,2,3,4）中一種免の
み必修。高一種免は
※1～※4の組み合わ
せから１つ以上を選
択必修。

物理学実験第二 １ 理工系教養科目（物理学）
セラミックス実験第二 ２ 材料系専門科目
セラミックス実験第三 ２ 材料系専門科目
有機材料工学実験第一 ２ 材料系専門科目
有機材料工学実験第二 ２ 材料系専門科目
応用化学実験第一 

○※2
4 応用化学系専門科目

応用化学実験第二 4 応用化学系専門科目
応用化学実験第四 4 応用化学系専門科目
生命科学基礎実験 ○※3 １ 理工系教養科目（生命科学）
宇宙地球科学基礎ラボ
（地球物理） ○※4 １ 理工系教養科目（宇宙地球科学）

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

理科教育法Ⅰ 〇 1 教職科目

※5）中一種免のみ必
修。高一種免は選択。

理科教育法Ⅱ 〇 1 教職科目
理科教育法Ⅲ 〇 1 教職科目
理科教育法Ⅳ 〇 1 教職科目
理科教育法実践演習Ｉ 〇※5 2 教職科目
理科教育法実践演習Ⅱ 〇※5 2 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。
・�必修欄の○に※印を付した科目については，備考欄の記載に従い履修する。
・�次の科目区分において，以下に示す科目を全て修得している場合は，当該科目区分の一般的包括的内容を含む科目の修得に替

えることができるため，各科目区分内の○印を付した科目の全てを修得していなくても良いものとする。
＜地　学＞宇宙地球科学 A，宇宙地球科学Ｂの2科目全ての単位を修得している場合
・�次の科目区分において，以下に示す科目を全て修得している場合は，当該科目区分の一部に対する一般的包括的内容を含む科

目の修得に替えることができるため，各科目区分内の○※2印を付した科目の全てを修得していなくても良いものとする。
＜物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験のうち，化学実験に関する区分＞化学実験第一，化学実験第二の２科目全ての
単位を修得している場合
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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生命理工学院 　中一種免（理科），高一種免（理科）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物理学

物理化学第一（生命の熱
力学） ○ ２ 生命理工学系専門科目

物理化学第二（生命の化
学平衡 , 反応速度論） ○ ２ 生命理工学系専門科目

物理化学第三（分子軌道 ,
相互作用 , 分光学） ○ ２ 生命理工学系専門科目

バイオ機器分析 ○ ２ 生命理工学系専門科目
生物物理化学 ○ ２ 生命理工学系専門科目

化　学

有機化学第一（アルカン, ハロアルカン） ○ ２ 生命理工学系専門科目
有機化学第二（アルコール , アルケン） ○ ２ 生命理工学系専門科目
有機化学第三（ベンゼン, ケトン） ○ ２ 生命理工学系専門科目
有機化学第四（カルボニル化合物 , アミン） ○ ２ 生命理工学系専門科目
基礎生物無機化学 ○ ２ 生命理工学系専門科目
生物有機化学 ○ ２ 生命理工学系専門科目

生物学

生命科学基礎第一１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第一２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二１ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生命科学基礎第二２ ○ １ 理工系教養科目（生命科学）
生物化学第一 ２ 生命理工学系専門科目
生物化学第二 ２ 生命理工学系専門科目
分子生物学第一 ２ 生命理工学系専門科目
分子生物学第二 ２ 生命理工学系専門科目
発生生物学 ２ 生命理工学系専門科目
遺伝学 ２ 生命理工学系専門科目
進化生物学 ２ 生命理工学系専門科目

地　学 宇宙地球科学Ａ ○ ２ 理工系教養科目（宇宙地球科学）
宇宙地球科学Ｂ ○ ２ 理工系教養科目（宇宙地球科学）

物理学実験・化学実
験・生物学実験・地学
実験

物理学実験第一 〇※1 １ 理工系教養科目（物理学） ※1,2,3,4）中一種免の
み必修。高一種免は
※1～※4の組み合わ
せから１つ以上を選
択必修。

物理学実験第二 １ 理工系教養科目（物理学）
生命理工学基礎実験・演習第一 ３ 生命理工学系専門科目
化学実験第一 〇※2 ２ 理工系教養科目（化学）
化学実験第二 ２ 理工系教養科目（化学）
生命理工学基礎実験・演習第二 ３ 生命理工学系専門科目
生命科学基礎実験 〇※3 １ 理工系教養科目（生命科学）
生命理工学基礎実験・演習第三 ３ 生命理工学系専門科目
宇宙地球科学基礎ラボ
（地球物理） 〇※4 １ 理工系教養科目（宇宙地球科学）

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

理科教育法Ⅰ 〇 1 教職科目

※5）中一種免のみ必
修。高一種免は選択。

理科教育法Ⅱ 〇 1 教職科目
理科教育法Ⅲ 〇 1 教職科目
理科教育法Ⅳ 〇 1 教職科目
理科教育法実践演習Ｉ 〇※5 2 教職科目
理科教育法実践演習Ⅱ 〇※5 2 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。
・�必修欄の○に※印を付した科目については，備考欄の記載に従い履修する。
・�次の科目区分において，以下に示す科目を全て修得している場合は，当該科目区分の一般的包括的内容を含む科目の修得に替

えることができるため，各科目区分内の○印を付した科目の全てを修得していなくても良いものとする。
＜物理学＞力学基礎１，力学基礎２，電磁気学基礎１，電磁気学基礎２の４科目全ての単位を修得している場合
＜化　学＞無機化学基礎，有機化学基礎，量子化学基礎，化学熱力学基礎の４科目全ての単位を修得している場合
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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工学院　高一種免（情報）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

情報社会（職業に関す
る科目を含む。）・情報
倫理

情報リテラシ第一 ○ 1 理工系教養科目（情報）

情報と職業 ○ 2 専門科目

コンピュータ・情報処理

論理回路設計 ○ 2 情報通信系専門科目
オートマトンと言語（情報通信） 3 情報通信系専門科目
プログラミング基礎（情報通信） ○ 2 情報通信系専門科目
プログラミング発展 ○ 2 情報通信系専門科目
計算機アーキテクチャ（情報通信） 2 情報通信系専門科目
情報通信実験1 2 情報通信系専門科目

情報システム

離散構造とアルゴリズム ○ 3 情報通信系専門科目
論理と推論 ○ 2 情報通信系専門科目
計算機論理設計（情報通信） 2 情報通信系専門科目
人工知能基礎（情報通信） ○ 2 情報通信系専門科目
数理計画法 2 情報通信系専門科目
組み込みシステム 2 情報通信系専門科目
情報通信実験3 ○ 2 情報通信系専門科目

情報通信ネットワーク

暗号技術とネットワークセキュリティ 2 情報通信系専門科目
統計的信号処理 2 情報通信系専門科目
通信理論（情報通信） 2 情報通信系専門科目
代数系と符号理論 2 情報通信系専門科目
情報通信実験2 ○ 2 情報通信系専門科目
ネットワーク基礎理論 2 情報通信系専門科目
ネットワーク構成 2 情報通信系専門科目

マルチメディア表現・
マルチメディア技術

情報通信実験5 1 情報通信系専門科目
情報通信実験4 1 情報通信系専門科目
ディジタル信号処理 2 情報通信系専門科目
マルチメディア伝送工学 2 情報通信系専門科目
感覚知覚システム 2 情報通信系専門科目
マルチメディアと表現技法 ○ 1 専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

情報科教育法Ⅰ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅱ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅲ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅳ ○ 1 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とする。
・�「情報リテラシ第一」は，免許法施行規則第66条の６に定める科目との重複があるため注意すること。
　（P28【６】備考の表を参照）
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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情報理工学院 　高一種免（情報）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

情報社会（職業に関す
る科目を含む。）・情報
倫理

情報リテラシ第一 ○ １ 理工系教養科目（情報）

情報と職業 ○ 2 専門科目

コンピュータ・情報処理

アルゴリズムとデータ構造
○※ ３ 数理・計算科学系専門科目 ※左記２科目の

うち１科目を選
択必修

手続き型プログラミング基礎 ３ 情報工学系専門科目
手続き型プログラミング発展 ３ 情報工学系専門科目
プログラミング第一 ３ 数理・計算科学系専門科目
情報リテラシ第二 １ 理工系教養科目（情報）

情報システム

プログラミング第二 ３ 数理・計算科学系専門科目 ※左記２科目の
うち１科目を選
択必修

論理回路理論 ２ 情報工学系専門科目
コンピュータ論理設計 ３ 情報工学系専門科目
オペレーティングシステム

○※ ２ 数理・計算科学系専門科目
システムプログラミング ２ 情報工学系専門科目

情報通信ネットワーク
情報理論 ２ 数理・計算科学系専門科目 ※左記２科目の

うち１科目を選
択必修

計算機システム
○※ ３ 数理・計算科学系専門科目

コンピュータアーキテクチャ ３ 情報工学系専門科目
マルチメディア表現・
マルチメディア技術

人工知能 ２ 情報工学系専門科目
マルチメディアと表現技法 ○ １ 専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

情報科教育法Ⅰ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅱ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅲ ○ 1 教職科目
情報科教育法Ⅳ ○ 1 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とす

る。ただし，※印を付した科目については備考欄の記載に従い履修すること。
・�「情報リテラシ第一」「情報リテラシ第二」は，免許法施行規則第66条の６に定める科目との重複があるため注意すること。
　（P28【６】備考の表を参照）
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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工　業
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工学院　高一種免（工業）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目

工学基礎概論 ○※ ２ 3学院共通専門科目 ※）�2026年・2028年開
講予定工業力学 ２ 機械系専門科目

材料力学 ２ 機械系専門科目
材料強度学（機械） １ 機械系専門科目
機械材料工学 ２ 機械系専門科目
加工学概論 ２ 機械系専門科目
熱力学（機械） ２ 機械系専門科目
伝熱学 ２ 機械系専門科目
エネルギー変換工学 ２ 機械系専門科目
基礎流体力学 ２ 機械系専門科目
実在流体力学 ２ 機械系専門科目
機械力学 ２ 機械系専門科目
情報数理基礎 ２ 機械系専門科目
機械製図 ２ 機械系専門科目
機械要素 ２ 機械系専門科目
機械設計 ２ 機械系専門科目
ロボット機構学 ２ 機械系専門科目
振動解析学 ２ 機械系専門科目
システム制御数学Ａ ３ システム制御系専門科目
システム制御数学Ｂ ３ システム制御系専門科目
機械の運動と力学 ２ システム制御系専門科目
解析力学基礎（システム制御） ２ システム制御系専門科目
計測・信号処理基礎 ２ システム制御系専門科目
データ科学基礎 ２ システム制御系専門科目
デジタル信号処理 ２ システム制御系専門科目
動的システム基礎 ２ システム制御系専門科目
フィードバック制御 ３ システム制御系専門科目
電気回路基礎 ２ システム制御系専門科目
基礎情報処理及び演習（システム制御） ２ システム制御系専門科目
ロボットの機構と力学 ２ システム制御系専門科目
連続体の力学 ２ システム制御系専門科目
熱工学基礎 ２ システム制御系専門科目
計算力学 ２ システム制御系専門科目
画像センシング ２ システム制御系専門科目
線形システム制御論 ２ システム制御系専門科目
ロボットシステムと制御 ２ システム制御系専門科目
バイオシステム基礎 ２ システム制御系専門科目
解析学（電気電子） ２ 電気電子系専門科目
フーリエ変換とラプラス変換 ２ 電気電子系専門科目
計算アルゴリズムとプログラミング ２ 電気電子系専門科目
応用確率統計 ２ 電気電子系専門科目
離散時間システム １ 電気電子系専門科目
電磁気学第一 ２ 電気電子系専門科目
電磁気学第二 ２ 電気電子系専門科目
電気回路第一 ２ 電気電子系専門科目
電気回路第二 ２ 電気電子系専門科目
波動工学 ２ 電気電子系専門科目
アナログ電子回路 ２ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第一Ａ １ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第一Ｂ １ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第二Ａ １ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第二Ｂ １ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第三Ａ １ 電気電子系専門科目
電気電子工学実験第三Ｂ １ 電気電子系専門科目
デジタル回路 ２ 電気電子系専門科目
通信理論（電気電子） ２ 電気電子系専門科目
信号システム ２ 電気電子系専門科目
応用電子回路 ２ 電気電子系専門科目
量子力学 ２ 電気電子系専門科目
半導体物性 ２ 電気電子系専門科目
電気電子材料 ２ 電気電子系専門科目
電子材料科学 １ 電気電子系専門科目
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科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目

電子デバイス第一 ２ 電気電子系専門科目
電子デバイス第二 １ 電気電子系専門科目
記憶デバイス １ 電気電子系専門科目
半導体加工プロセス １ 電気電子系専門科目
集積回路工学 ２ 電気電子系専門科目
コンピュータアーキテクチャ（電気電子） １ 電気電子系専門科目
光エレクトロニクス ２ 電気電子系専門科目
導波路工学および電波法 １ 電気電子系専門科目
電力工学第一 ２ 電気電子系専門科目
電力工学第二 ２ 電気電子系専門科目
電力デバイス １ 電気電子系専門科目
高電圧工学 ２ 電気電子系専門科目
技術者倫理（電気電子） １ 電気電子系専門科目
数理工学 ２ 経営工学系専門科目
オペレーションズ・リサーチ基礎 ２ 経営工学系専門科目
プログラミング基礎（経営工学） ２ 経営工学系専門科目
工業心理学 ２ 経営工学系専門科目
経営・経済のための基礎数理 ２ 経営工学系専門科目
品質管理 ２ 経営工学系専門科目
生産管理 ２ 経営工学系専門科目
人間工学 ３ 経営工学系専門科目
ミクロ経済学第一 ２ 経営工学系専門科目
ミクロ経済学第二 ２ 経営工学系専門科目
マクロ経済学第一 ２ 経営工学系専門科目
マクロ経済学第二 ２ 経営工学系専門科目
社会と経済 ２ 経営工学系専門科目
比較経済分析 ２ 経営工学系専門科目
協力ゲーム理論 ２ 経営工学系専門科目

職業指導 これからの経営管理とプロフェッ
ショナル育成（工学） ○ １ 専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

工業科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とする。
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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物質理工学院　高一種免（工業）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目

工学基礎概論 ○※ ２ 3学院共通専門科目 ※）�2026年・2028
年開講予定材料科学実験（M, P, C）第一 ２ 材料系専門科目

材料科学実験（M, P, C）第二 ２ 材料系専門科目
材料科学実験（M, P, C）第三 ２ 材料系専門科目
金属学概論 ２ 材料系専門科目
応力・ひずみの基礎と金属の変形 ２ 材料系専門科目
金属電析の基礎 １ 材料系専門科目
材料の熱的機械的性質 ２ 材料系専門科目
情報処理概論演習 ２ 材料系専門科目
固体物性 II（誘電体・磁性体） ２ 材料系専門科目
格子欠陥と転位 ２ 材料系専門科目
結晶成長と組織形成Ａ １ 材料系専門科目
結晶成長と組織形成Ｂ １ 材料系専門科目
鉄鋼材料学第一 ２ 材料系専門科目
鉄鋼材料学第二 ２ 材料系専門科目
非鉄金属材料学Ａ １ 材料系専門科目
非鉄金属材料学Ｂ １ 材料系専門科目
金属工学実験第一 ２ 材料系専門科目
金属工学実験第二 ２ 材料系専門科目
金属工学実験第三 ２ 材料系専門科目
有機材料成形加工Ａ １ 材料系専門科目
有機材料成形加工Ｂ １ 材料系専門科目
繊維・複合材料Ａ １ 材料系専門科目
繊維・複合材料Ｂ １ 材料系専門科目
有機材料構造Ａ １ 材料系専門科目
有機材料構造Ｂ １ 材料系専門科目
有機材料物性Ａ １ 材料系専門科目
有機材料物性Ｂ １ 材料系専門科目
有機材料特性解析 １ 材料系専門科目
有機材料工学実験第三 ２ 材料系専門科目
金属工学創成プロジェクト ２ 材料系専門科目
セラミックス実験第一 ２ 材料系専門科目
環境の科学 ２ 材料系専門科目
応用化学実験第三 ２ 応用化学系専門科目
無機化学３（元素・化合物） １ 応用化学系専門科目
化学工学基礎 １ 応用化学系専門科目
化学工学３（反応工学基礎） １ 応用化学系専門科目
化学工学２（分子拡散） １ 応用化学系専門科目
エネルギー操作 １ 応用化学系専門科目
分離工学１（流体系） １ 応用化学系専門科目
プロセス制御工学 １ 応用化学系専門科目
無機固体化学 １ 応用化学系専門科目
固体触媒化学 １ 応用化学系専門科目
錯体触媒化学 １ 応用化学系専門科目
反応工学 １ 応用化学系専門科目
分離工学２（固相系） １ 応用化学系専門科目
計算化学工学２（応用） １ 応用化学系専門科目
化学装置設計 １ 応用化学系専門科目
分子と対称性 １ 応用化学系専門科目
無機化学４（錯体構造） １ 応用化学系専門科目
無機化学５（錯体反応） １ 応用化学系専門科目
実践有機化学論（合成実施例） １ 応用化学系専門科目
計算分子化学（構造有機化学） １ 応用化学系専門科目
生物有機化学（生理活性低分子） １ 応用化学系専門科目
高分子反応 １ 応用化学系専門科目
架橋反応 １ 応用化学系専門科目
高分子レオロジー １ 応用化学系専門科目
生物化学工学 １ 応用化学系専門科目
移動現象工学（流動・伝熱） １ 応用化学系専門科目
計算化学工学１（基礎） １ 応用化学系専門科目
実践プロセス有機化学（プロセス
合成・有機材料・医薬品） １ 応用化学系専門科目
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科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目 高分子応用物性 １ 応用化学系専門科目
生体高分子化学 １ 応用化学系専門科目

職業指導 これからの経営管理とプロフェッ
ショナル育成（物質理工学） ○ １ 専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

工業科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目

【注意事項】
・�必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とする。
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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環境・社会理工学院　高一種免（工業）
科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 授業科目名 必修 単位数 科目区分等 備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目

工学基礎概論 ○※ ２ 3学院共通専門科目 ※）�2026年・2028
年開講予定建築設計製図第一 ２ 建築学系専門科目

建築設計製図第二 ２ 建築学系専門科目
建築学実験第一 １ 建築学系専門科目
建築学実験第二 １ 建築学系専門科目
建築一般構造 ２ 建築学系専門科目
近代建築史 ２ 建築学系専門科目
建築意匠 ２ 建築学系専門科目
西洋建築史 ２ 建築学系専門科目
日本建築史 ２ 建築学系専門科目
建築計画基礎 ２ 建築学系専門科目
建築計画第一 ２ 建築学系専門科目
建築計画第二 ２ 建築学系専門科目
都市学の基礎 ２ 建築学系専門科目
ランドスケープ ２ 建築学系専門科目
住環境計画 ２ 建築学系専門科目
都市土地利用計画 ２ 建築学系専門科目
国土・都市計画論 ２ 建築学系専門科目
建築構造力学第一 ３ 建築学系専門科目
建築構造材料構法 ２ 建築学系専門科目
地盤工学 ２ 建築学系専門科目
建築構造設計第一 ３ 建築学系専門科目
建築仕上材料構法 ２ 建築学系専門科目
建築構造力学第二 ３ 建築学系専門科目
建築構造力学第三 ２ 建築学系専門科目
建築環境設備学（環境工学） ２ 建築学系専門科目
建築環境設備学（建築設備） ２ 建築学系専門科目
建築環境設備学（応用） ２ 建築学系専門科目
土木計画学 ２ 土木・環境工学系専門科目
交通システム工学 ２ 土木・環境工学系専門科目
インフラストラクチャーの都市計画 ２ 土木・環境工学系専門科目
コンクリート工学 ２ 土木・環境工学系専門科目
コンクリート構造 ２ 土木・環境工学系専門科目
水理学第一 ２ 土木・環境工学系専門科目
水理学第二 ２ 土木・環境工学系専門科目
景観工学 ２ 土木・環境工学系専門科目
水環境工学 ２ 土木・環境工学系専門科目
河川工学 ２ 土木・環境工学系専門科目
土質力学第一 ２ 土木・環境工学系専門科目
材料と部材の力学 ２ 土木・環境工学系専門科目
構造力学第一 １ 土木・環境工学系専門科目
構造力学第二 １ 土木・環境工学系専門科目
鋼構造学 １ 土木・環境工学系専門科目
土木振動学 １ 土木・環境工学系専門科目
土木史・土木技術者倫理 ２ 土木・環境工学系専門科目
材料・物性工学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
電気・磁気工学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
熱力学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
流体工学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
生物工学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
固体・構造力学基礎 ２ 融合理工学系専門科目
工学計測基礎第一 １ 融合理工学系専門科目
工学計測基礎第二 １ 融合理工学系専門科目
システムデザインプロジェクト １ 融合理工学系専門科目
融合デザインプロジェクト １ 融合理工学系専門科目
システムデザイン＆アセスメント １ 融合理工学系専門科目

職業指導 これからの経営管理とプロフェッ
ショナル育成（環境・社会理工学） ○ １ 専門科目

各教科の指導法（情報通信
技術の活用を含む。）

工業科教育法Ⅰ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅱ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅲ ○ １ 教職科目
工業科教育法Ⅳ ○ １ 教職科目

【注意事項】
・必修欄に，○印を付した科目は，免許法施行規則に定める各科目区分における一般的包括的内容を含む科目であり，必修とする。
・�科目一覧に記載のある科目であっても，「教科に関する専門的事項」の科目としては廃止となる場合があるため，次年度以降

の履修申告の際には開講状況を必ず確認すること。
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【５】教職に関する必修科目（学士課程開講科目）
表１　「教職に関する必修科目」の単位修得方法は，表３のとおりである。

表３　教職に関する必修科目
免許法施行規則に定める科目区分等

左を内容として含む
本学の授業科目 単位数

中学校 高等学校
開講年次

クォーター（Q）
注意
事項科目 各科目に含めることが必要な事項 必修 必要

単位 必修 必要
単位

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴
史及び思想

教育基礎Ａ 1-0-0 ◎

10

◎

10

1, 2年 3Q
教育基礎Ｂ 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 3, 4Q

教職の意義及び教員の役割・職務
内容（チーム学校運営への対応を
含む。

教職概論Ａ 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 1Q

教職概論Ｂ 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 2Q

教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

教育制度 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 4Q

教育行財政 1-0-0 ◎ ◎ 1,2年 3, 4Q

幼児、児童及び生徒の心身の発達
及び学習の過程

発達と学習Ⅰ 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 1Q
発達と学習Ⅱ 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 1Q

特別の支援を必要とする幼児、児
童及び生徒に対する理解

特別支援の理論と教育
的配慮 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 3, 4Q

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。） 教育課程編成の方法 0-1-0 ◎ ◎ 2, 3年 2Q

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法 道徳の指導法 2-0-0 ◎

10 8

2,  3年 3, 4Q ア
総合的な学習の時間の指導法 特別活動及び総合的な

学習の時間の指導法 0-1-0 ◎ ◎ 2, 3年 2Q
特別活動の指導法

教育の方法及び技術
教育工学 0-1-0 ◎ ◎ 2, 3年 1Q
学習者特性に基づく指
導方法の設計 0-1-0 ◎ ◎ 2, 3年 3, 4Q

情報通信技術を活用した教育の理
論及び方法

情報機器及びデジタル
教材の活用 0-1-0 ◎ ◎ 2, 3年 3, 4Q

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 1Q
教育相談（カウンセリングに関す
る基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法

教育相談論 1-0-0 ◎ ◎ 1, 2年 2Q

進路指導及びキャリア教育の理論
及び方法

進路指導・キャリア教
育論 0-2-0 ◎ ◎ 1, 2年 3, 4Q

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

教育実習

教育実習基礎Ａ 0-0-1
●

5

●

3

4年 1, 2Q イ
教育実習基礎Ｂ 0-0-1 4年 3, 4Q イ
教育実習第一Ａ 0-0-1

● ●

4年 1, 2Q イ
教育実習第一Ｂ 0-0-1 4年 3, 4Q イ
教育実習第二Ａ 0-0-2 4年 1, 2Q ウ
教育実習第二Ｂ 0-0-2 4年 3, 4Q ウ
教育実習第二Ｃ 0-0-2 4年 1, 2Q ウ
教育実習第二Ｄ 0-0-2 4年 3, 4Q ウ
教育実習第三Ａ 0-0-3 4年 1, 2Q イ
教育実習第三Ｂ 0-0-3 4年 3, 4Q イ
教育実習第四Ａ 0-0-4 4年 1, 2Q イ
教育実習第四Ｂ 0-0-4 4年 3, 4Q イ

教職実践演習 教職実践演習 0-2-0 ◎ 2 ◎ 2 4年 3, 4Q
合計 27 23

備考 1）表中の記号は，以下のとおりである。
　　　◎＝全免許教科で必修，●＝教育実習の時期・期間に基づき履修する科目
ア：�中一種免においては必修科目，高一種免においては，表１の教職に関する選択科目として算入する。なお，免許申請時に発

行される「学力に関する証明書」には，これらの科目は「大学が独自に設定する科目」という名称で記載される。
イ：Ａ，Ｂいずれか一方を履修すること。Ａ，Ｂ両方の履修は認められない。
　　「教育実習第一Ａ又はＢ」は，「教育実習第三Ａ又はＢ」を修得した者，あるいは同時に履修する者のみが履修できる。
ウ：�前期に実施する２単位実習を履修する者は，原則として教育実習第二Ａを履修する。（ただし，既に教育実習第二Ａを履修

した者が前期に２単位実習を行う場合は，教育実習第二Ｃを履修すること。）また，後期に実施する２単位実習を履修する
者は，原則として教育実習第二Ｂを履修する。（ただし，既に教育実習第二Ｂを履修した者が後期に２単位実習を行う場合は，
教育実習第二Ｄを履修すること。）
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（イ・ウの科目の履修の際の組み合わせ例）
取得希望免許状 実習時期及び期間 履修科目

中学校・高等学校

前期４週間 教育実習基礎Ａ 教育実習第四Ａ
前期３週間・後期１週間 教育実習基礎Ａ 教育実習第三Ａ 教育実習第一Ｂ
前期２週間・後期２週間 教育実習基礎Ａ 教育実習第二Ａ 教育実習第二Ｂ
前期２週間・前期２週間 教育実習基礎Ａ 教育実習第二Ａ 教育実習第二Ｃ
後期４週間 教育実習基礎Ｂ 教育実習第四Ｂ

高等学校
前期２週間 教育実習基礎Ａ 教育実習第二Ａ
後期２週間 教育実習基礎Ｂ 教育実習第二Ｂ

備考 2）工業の高等学校教諭一種免許状に関する振り替え規定
　�教育職員免許法施行規則第五条第１項表備考第六号において，「工業の普通免許状の授与を受ける場合は，当該の間，各教科

の指導法に関する科目，教育の基礎的理解に関する科目等の全部又は一部の単位は，当該免許状に係る教科に関する専門的事
項に関する科目について修得することができる。」と規定されている。ただし，振替え規定を利用する場合でも，本学で一括
申請する場合には，「教育工学」，「工業科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」，「教育実習」を必修とする。

備考 3）卒業単位に含めることのできる科目
　�「学習者特性に基づく指導方法の設計」は，教育職員免許法施行規則に定められた「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及

び生徒指導，教育相談等に関する科目」であるとともに，専門科目として卒業単位に含めることができる。

【６】教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目
免許状の取得には，表1の所要資格の他に，特に必要なものとして，文部科学省令で定める科目（日本国憲法・体育・

外国語コミュニケーション・数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作）の単位を修得している
ことが必要である。これに対応する本学の授業科目は以下のとおりである。

文部科学省令で定める科目 本学の授業科目 単位数 必要単位
日本国憲法 法学（憲法）B ２ ２

体育

ウェルネス実習 １

２
健康科学演習 １
生涯ウェルネス実習 １
生涯スポーツ実習 １
トータル・ウェルネス実習 １

外国語コミュニケーション

英語第一　～　英語第八

各１ ２

ドイツ語初級１・２
フランス語初級１・２
ロシア語初級１・２
中国語初級１・２
スペイン語初級１・２

数理、データ活用
及び人工知能に関
する科目又は情報
機器の操作※1

数理、データ活用
及び人工知能に関
する科目

「応用基礎データサイエンス・AI 第一」及び「応用基礎データサイ
エンス・AI 第二」 ２

２

情 報 機 器 の 操 作
「コンピュータサイエンス第一」及び「コンピュータサイエンス第二」 ２
「情報リテラシ第一」及び「情報リテラシ第二」 ２

※ 1）‌�「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」で2単位，または「情報機器の操作」で２単位を修得しなければなら
ない。

備考
　「教科に関する専門的事項」の単位として算入した授業科目の単位は，第66条の６に定める科目の単位として重複して算入す
ることができないため，以下の表を参照すること。

66条の６の科目「情報機器の操作」 「教科に関する専門的事項」に
該当する科目

理学院

中一種免（数学）
高一種免（数学）「情報リテラシ第一，および同第二」 「コンピュータサイエンス第一」

「コンピュータサイエンス第二」
中一種免（理科）
高一種免（理科）

「情報リテラシ第一，および同第二」または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

工学院
高一種免（情報） 「コンピュータサイエンス第一，および同第二」「情報リテラシ第一」

高一種免（工業） 「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

物質理工学院

中一種免（理科）
高一種免（理科）

「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

高一種免（工業） 「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　
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66条の６の科目「情報機器の操作」 「教科に関する専門的事項」に
該当する科目

情報理工学院
中一種免（数学）
高一種免（数学）

「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

高一種免（情報） 「コンピュータサイエンス第一，および同第二」「情報リテラシ第一」

生命理工学院 中一種免（理科）
高一種免（理科）

「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

環境・社会理工学院 高一種免（工業） 「情報リテラシ第一，および同第二」　または
「コンピュータサイエンス第一，および同第二」　

【７】介護等の体験
①介護等体験とは

義務教育の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習体験であり，障害者，高齢者等に対する介護，介助，
これらの者との交流体験をいう。免許状取得のための条件は７日間（特殊教育諸学校：２日間，社会福祉施設５日間）
以上である。免許状申請手続きの際に実施機関で交付される証明書が必要になる。
②オリエンテーション

前年度４月及び９月に「介護等体験オリエンテーション」を行う。介護等体験の希望者は必ず出席すること。
③資格

「介護等の体験」ができる施設数は限られている。そのため，本学では，「介護等の体験」を行う者は中学の免許状
を取得するために必要な単位を「教育実習」，「教職実践演習」を除いて，全て修得若しくは修得見込みであることを原
則としている。
④費用の負担

・社会福祉施設実習費10,000円程度
・保険加入料
・体験中の昼食費・交通費等

⑤免除者
・介護等に関する専門的知識及び技術を有する者

（保健師，助産師，看護師，准看護師，盲学校聾学校又は養護学校の教員の免許を受けている者，理学療法士，作
業療法士，社会福祉士，介護福祉士，義肢装具士）

・身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者
（身体障害者法に規定する身体障害者のうち，身体障害者手帳の交付を受け，その障害の程度が１級から６級であ
る者）

・小学校又は中学校の教員免許状をすでに所持している者
（ただし，教育職員免許法第六条別表第三又は同法第十六条の二（教員資格認定試験）により免許状を取得した者
は介護等体験が必要となる）

上記に該当し，免除を希望する者は，申請時期に，資格・免許状の写し又は身体障害者手帳の氏名及び級数が記載さ
れている頁の写しを提出すること。なお，免除者に該当しても体験を希望することは差し支えない。

【８】教職履修カルテの作成について
平成22年度以降に学部に入学し，新たに教職課程を履修する者，および，平成23年度までに「総合演習」を履修しな

かった者については，平成25年から開設された「教職実践演習」の履修が必須となる。（ただし，工業の免許のみを振
替規定によって修得するものを除く。）

この「教職実践演習」を履修する者は，当該授業を履修する以前に，教職科目をとり始めて以降，毎学期ごとに「教
職履修カルテ」を作成することが義務づけられている。教職履修カルテについては，教職課程のホームページ（https://
www.te.ila.titech.ac.jp/）に詳細を記載するが，基本的には，中央教育審議会答申で「教員として最小限必要な資質能力」
として示された目標の到達度を確認し，次の学期，あるいは，教育実習までに取り組むべき課題を明らかにするために，
小テストや授業で提出した課題等の振り返りを行い，根拠に基づいた評価や今後の学習計画を立てる作業を行う。必要
に応じ，教職科目担当教員からフィードバックなども行う。

当該の作業は，教育実習の事前・事後指導や，教育実習における研究課題・レポート課題などとも連動しており，さ
らには教職実習演習での個人別課題とも連動している。小テストにおいては，過去に履修した教職科目等の復習テスト
や，発展学習に関するテストが繰り返し行われるので，教職科目での学習成果を新たに学ぶ科目や体験と結びつけ，常
に深める努力をして欲しい。
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参考までに，中央教育審議会答申で示された到達目標を本学の教職科目の内容と対応づけて書き換えたものを以下に
示す。

使命感や責任感，教育
的愛情等に関する事項

①教育・学校・教員の役割と責任，倫理観，行財政政策等に関する法律的事項や日常業務との関係
に関する知識
②学校教育に対する社会の要望や生徒の学力・意識の実態，それらをふまえた学校の課題への関心
と情報収集力
③学校教育活動に関する事件・事故の事例やその原因，対策に関する知識や関心，情報収集力・知
識理解力や関心，技能をふまえた適用・実践力

社会性や対人関係能力
に関する事項

･ どの職業においても必要とされる一般的資質
④教員固有の注意すべき言動等の観点と具体的事例の知識
⑤他の教員，保護者，地域との連携・協力して実行する必要がある職務に関する知識，事例を通じ
た留意点の理解
⑥保護者・地域・世論への関心と対話方策に関する知識
・知識理解や関心，技能をふまえた適用・実践力

生徒理解や学級経営等
に関する事項

⑦知能・道徳性・社会性等の発達の特徴・配慮事項の知識
⑧思考や学習のメカニズム・特徴の心理学的理論の知識
⑨生徒の学力，適性，意欲，性格等を把握するための教育測定法や，カウンセリング技法，学級経
営手法の知識
⑩生徒を取り巻く社会環境（進路等を含む）の変化や生徒達に関わる事件・事故・犯罪等に関する
関心・情報収集力
・知識理解や関心，技能をふまえた適用・実践力

教育内容等の指導力に
関する事項

⑪学習指導要領総則の教育課程編成，年間指導計画作成，毎時間の指導計画作成での留意事項の知
識
⑫各教科の目標，内容，指導上の留意事項，答申等で示された指導上の問題点，誤り・つまずき例
等に関する知識
⑬指導の工夫を支持する学習理論や教授理論の知識
⑭各教科・内容領域固有の学習指導上の問題点や工夫した指導の事例・教材等に関する関心・知識，
情報収集力
⑮教育内容の基礎知識や実験・教具・ICT 活用の技能
・知識理解や関心，技能をふまえた適用・実践力

５．免許状申請手続きについて
【１】一括申請

以下のスケジュールで申請を受け付ける。掲示に注意すること。

所属 一括申請
申込時期 窓口 手数料＊

納付時期 交付日

理学院
工学院
物質理工学院
情報理工学院
環境・社会理工学院

７月中旬
＜大岡山＞
教務課学務グループ
教務課大学院グループ

＜横浜キャンパス＞
教務課横浜教務グループ

11月下旬～２月頃
（掲示に注意）

学位記授与式
当日

生命理工学院 ７月中旬

＊手数料＝免許状１件につき3,300円程度

【２】個人申請
卒業までに単位不足，又は所定の期日までに書類の不備がある場合は，個人申請となるので，直接，住所地の都道府

県の教育委員会に願い出ること。
都道府県により個人申請受付停止期間を設けている場合もあるので，不明な点については予め，住所地の都道府県の

教育委員会に相談すること。
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６．就職について
教職に就くためには，教員免許状を取得した上に，更に選考を経なければならない。

【１】公立学校
任命権を有する各都道府県等教育委員会によって選考が行われる（形式的には，選考権者は任命権を持つ教育委員会

の教育長）
選考は一般に教員採用試験と呼ばれており，一般教養に関するもの・専門教科に関するもの・教職教養に関するもの

の三つについての試験や，模擬授業，面接などから成っている。
（選考の方法，時期は都道府県によって異なるので，直接就職を希望する学校のある都道府県の教育委員会に問い合

わせをすること）
これは試験と呼ばれてはいるが，能力の実証方法としての競争試験ではなく，あくまでも教育長の行う選考の一つの

手段である。
採用決定は，一般に，この選考の結果に基づいて作成される採用候補者名簿によって，中学校の場合には各市町村教

育委員会が，高等学校の場合には，各学校の校長が決定する。

【２】国立学校・私立学校
各学校が選考を行う。
私立学校の場合にはまず各自で各都道府県の私学協会の HP で情報を得る必要がある。例えば、東京私学教職員エン

トリーシステム（https://tokyoshigaku-es.com/index.html）などがある。。
また，私立の学校教職員公募情報については，https://www.shigaku.or.jp/employ/index.html なども参考になる。

高等学校の教員採用試験の受験資格に中学校の免許状を有していることが条件とされている場合や，「情報」の教員
採用試験の受験資格に他の教科の免許状を有していることが条件とされている場合等が見受けられる。受験を希望する
採用試験の受験資格を十分検討しておいてほしい。

教員募集情報等メーリングリスト
本学では，教員の募集要項等の情報をメールにて配信している。登録可能な対象者は，本学在学生

あるいは卒業生に限る。登録を希望する場合は，https://forms.gle/HW5gVYKeRLEm5p6F9にある
フォームから必要事項を記入して登録すること。右の QR コードからもアクセスが可能である。

７．同窓会について
本学を卒業・修了し，教員免許状を取得した皆さんに対して，教職の学びを支えることを目的とした教職課程同窓会

組織がある。教職は生涯にわたり学び続ける専門職である。同窓生との協同的な関係が，教員（資格を持つ者）として
の成長において，大切な支えとなることを願っている。

教職課程同窓会では，10月に開催される工大祭などの機会に懇親の場を設けている。その開催案内
については，メーリングリストにて配信している。登録を希望する場合は，https://forms.gle/
hfy2xzvUG26hyfQcA にあるフォームから必要事項を記入して登録してほしい。右の QR コードからも
アクセスが可能である。
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８．Ｑ＆Ａ
【取得しようとする免許状の種類等に関する質問】
No. Ｑ Ａ
１ 高等学校の先生になりたいので，

高等学校の免許状だけを取得しよ
うと思うが，それで十分か。

法律上は高等学校の教員になるには高等学校の免許状だけで十分であるが、私立の中高
一貫校では中学校と高等学校の両方の免許状を要求することが依然として多い。また、
公立でも中高一体的な運用や中高兼務校の増加などの動きがあり、自治体によっては高
等学校教員採用試験の受験資格に中学校免許状の所持を推奨または要件としている例も
見受けられる。受験を希望する自治体の採用試験の受験資格を必ず確認したうえで、取
得する免許状を決定してほしい。本当に教員になりたいのであれば、中学校と高等学校
の両方の免許状を取得することを勧める。（なお、「情報」については、教員採用試験の
受験資格に他教科の免許状の所持を求める自治体があるなど、特に自治体差が大きいた
め注意が必要である。）

２ 自分の所属する学院で課程認定さ
れている教科が，例えば「数学」
だけだとすると「理科」の免許状
を取得することはできないか。

「理科」が課程認定されている学院の「教科に関する科目」等を修得することにより，
取得することができるが，負担が大きくなることは覚悟しなければならない。

３ 環境・社会理工学院（認定されて
いる免許教科は「工業」）の学生
で「理科」の免許状を取りたいが，

「教科に関する科目」の20単位す
べてを他学院で修得しなければな
らず，しかも，実験などは余裕が
ないということで排除されてしま
う。何とかならないか。

現行の制度では、所属学院において「理科」が課程認定されていない場合、必要な「教
科に関する科目」を課程認定されている学院で履修しなければならず、実験科目につい
ても各学院の履修制限があるため、在学中に全ての単位を取得することは困難な場合が
多い。制度上、この履修要件を免除する方法はなく、現状ではどうしようもない。
どうしても理科の免許状を取得したい場合は、卒業後に科目等履修生として必要な単位
を修得する、大学院に進学して必要科目を含めて計画的に履修するなどの方法を検討せ
ざるを得ない。また、免許申請にあたっては学籍が切り替わった時点での免許法が適用
されるため、最新の制度を確認した上で計画を立てることが必要である。

【取得までの期間に関する質問】
４ ４年生になってから１年間で教職

免許状取得に必要な単位を修得で
きるか。

原則として、４年生になってから１年間で教職免許状取得に必要な単位をすべて修得す
ることはできない。理由は下記のとおりである。
①免許状取得に必要な「教育実習」を除く「教職に関する科目」は、教育実習に参加す
る前年度までに修得しておくことが原則である。
②「教育実習」は、実施年度の前年度４月頃から事前指導が開始され、事前指導の受講
には履修条件を満たしていることが求められる。
③多くの科目で前年度までの履修済科目を履修条件としており、必要な科目を短期間で
まとめて履修することは履修資格上困難である。
④開講学年や開講クォーターが異なる科目を同時に受講しようとすると、時間割が重な
り受講できない可能性が高い。
⑤隔年開講科目や年度により開講時期が変動する科目が履修できず、必要単位を確保で
きない場合がある。
これらの理由により、４年生の１年間のみで教職免許状取得に必要な単位をすべて修得
することは現実的ではない。計画的に履修を進める必要がある。

５ 大学院進学後，初めて教職の免許
状取得を思いたったが，取得する
ことは簡単か。

簡単に取得できると考えるのはやめたほうがよい。専修免許状を取得するには、一種免
許状の取得要件を満たした上で、大学院において24単位以上の専修免許用科目を修得す
る必要がある。
一種免許状は、本来は学士課程４年間で計画的に履修して取得するものであり、これを
大学院在学中の２年間で取得しようとすると、以下のような制約が生じる。
①前年度までの履修科目を履修条件としている科目を受講しようとしても、履修資格が
なく登録できない場合がある。
②開講学年や開講クォーターが異なる科目をまとめて履修しようとすると、時間割が重
なり受講できない可能性が高い。
このほか、大学院のコースによっては教育職員免許法で規定された科目を履修しにくい
場合があり、追加的な負担が生じることもある。それらの点を全て調整した上で、教育
実習を履修しなければならない。
なお、教育実習では、事前指導・事後指導への出席および課題提出が必要であり、高等
学校のみの免許状を希望する場合でも２週間の実習を行う。中学校の免許状も併せて取
得する場合は、さらに２週間の中学校実習と７日間の介護等体験が必要となる。
これらの負担を考慮すると、教員になる意思が明確でない者に対しては履修を勧めな
い。
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【振り替え規定に関する質問】
６ 「教職に関する必修科目」は，中

学は27単位，高校は23単位のすべ
ての単位を取らなければならない
か。

・中学校の場合
「教職に関する必修科目」27単位のすべてを修得しなければならない。

・高等学校の「数学」と「理科」と「情報」の場合
「教職に関する必修科目」23単位のすべてを修得しなければならない。

・高等学校の「工業」の場合
免許法では、「教職に関する必修科目」の一部について「教科に関する科目」での振替
が認められているため、23単位すべてを「教職に関する科目」で履修しなくてもよい。
ただし、振替可能な科目は免許法施行規則に基づくため、最新の内容を教職ガイドブッ
クで確認する必要がある。なお、本学からの一括申請を希望する場合には、「教育工学」，

「工業科教育法Ⅰ・II・III・IV」，および「教育実習」を必修とする。
７ 高等学校の工業の免許状取得をす

る際に振替規定を利用し，「教職
に関する科目」を減らして，「教
科に関する科目」を振り替えた場
合，卒業単位との関係はどうなる
か。

教職免許取得のための単位認定と、学位（卒業）のための単位認定とは別であり、相互
に影響しない。したがって、高等学校「工業」の免許状取得において教育職員免許法施
行規則第五条にある表の備考六の振替規定を利用し、「教職に関する科目」の一部を「教
科に関する科目」で振り替えたとしても、卒業要件として必要な単位数が減ることはな
い。
ただし、振替先として履修する「教科に関する科目」が卒業要件に算入できるかどうか
は、所属学院・専攻のカリキュラムに依存するため、卒業要件との関係は個別に確認す
る必要がある。

８ 「工業」の免許状を取得する場合
は，「教職に関する必修科目」及
び「教科の指導法に関する科目」
をすべて「教科に関する科目」で
振り替え可能ということだが，そ
うすると「職業指導（『これから
の経営管理とプロフェッショナル
育成』）」も取る必要がないのか。

「職業指導（『これからの経営管理とプロフェッショナル育成』）」は、「教科に関する科
目」として免許取得要件に含まれるため、原則として修得しなければならない。
また、振替規定を利用する場合であっても、振替の可否・範囲は免許法施行規則および
本学の課程認定内容に基づくため、最新の履修要件を確認する必要がある。
なお、本学より一括申請する場合には、「教育工学」、「工業科教育法Ⅰ・II・III・IV」、「教
育実習」も必修とする。

９ 「工業」の一種免許を振り替え規
定によって取得後，教育職員免許
法第６条３項別表第四（他教科の
免許取得のための教育職員検定の
規定）によって，高校「理科」一
種免許状を取得したが，さらに

「理科」専修免許を取得したい場
合，大学院の24単位だけを取得す
ればよいか。

原則として，大学院の教職または教科に関する科目（24単位以上）を取得すればよい．
今の場合，教育職員免許法施行規則第五条にある表の備考六により，単位を振り替えて
高一種免「工業」を取得．その後，  教育職員免許法第６条３項別表第四により，高一
種免「理科」の教科及び教科の指導法に関する科目（24単位）を取得して，高一種免「理
科」を取得した状態である．
その上で，大学院の教職または教科に関する科目（24単位以上）を修得し，かつ修士の
基礎資格を満たせば，専修免許状が授与されることになる。

10 中学校，高等学校の両方の免許状
を取得する際，中学で必修の「道
徳の指導法」を高校の免許申請に
は使えないのか。

振り替えられる。
「道徳の指導法」は高等学校の免許状を取得するための「教職に関する選択科目」とす
ることができる。

11 高等専門学校からの編入学者が，
高専時代に修得した単位は「教科
に関する科目」に含められるか。

本学の教職課程においては，高等専門学校で取得した単位を「教科に関する科目」とし
て認めない。
高等専門学校で修得した単位を本学において認定した場合は，卒業のための単位に含め
ることはできるが，教員免許状取得上必要となる「教科に関する科目」，「教職に関する
科目」の単位として含めることはできない。
また，認定された科目は再履修できない。
ただし免許状取得のために必要な「日本国憲法」，「体育」，「外国語コミュニケーショ
ン」，「数理，データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に関する科目
については，本学において認定した場合，教員免許申請に使用する単位として使うこと
が出来る。

【科目認定に関する質問】
12 「教科に関する科目」としては認

定されていないが，認定されてい
る講義と内容的に非常に類似して
いる講義がある。それを「教科に
関する科目」として認めてもらう
ことはできないか。

本学で「教科に関する科目」として認定されている科目以外は認められない。

【「各教科の指導法に関する科目」についての質問】
13 「各教科の指導法」は自分の取得

希望の教科と同じものでなければ
ならないのか。

同じものでなければならない。
従って２教科の免許を取るためには両方の「各教科の指導法」の単位を修得する必要が
ある。
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【「教科に関する科目」についての質問】
14 ２教科の免許を同時に取得しよう

とする場合に，１つの授業科目が
両方の「教科に関する科目」とし
て認められているものはないの
か。

表２の教科に関する科目一覧に示されているとおりで，２つ以上の「教科に関する科目」
として認められている授業科目はない。

15 「教科に関する科目」として，以
前は数学の代数学科目として認め
られていた授業科目が，今年の表
からはなくなっているが，どのよ
うな扱いになるのか。

授業科目名は，毎年，各学院からの申請により変更されたりするので，そのようなこと
が起こる。
当該授業科目の単位を修得した年度の表に従うというのが原則であるが，細かい点につ
いては，教務課の方に相談してもらいたい。できるだけ学生のみなさんが免許状を取得
できるよう努力したいと思っている。

【教育実習についての質問】
16 教育実習は，学士課程３年目の時

に行うことはできるのか。学部早
期卒業を考えている場合はどうす
ればいいか。

例えば，東京都の教育委員会が定めている教育実習取扱要綱には，教育実習受け入れの
条件として，最高学年在学者で，教員免許取得が確実であり，しかも，教職に就く意思
を持っていることが挙げられている。従って，教育実習の履修は，本学では，学士課程
4年目または修士課程2年目以上にのみ認めることにしている。
早期卒業を計画し，学部卒業までに教員免許の取得を希望する者は，2年生4月時点で教
育実習前年度オリエンテーションに参加し，翌年度教育実習の申し込みをする。  その
際，免許取得に必要な「教職に関する科目」と「教科の指導法に関する科目」のうち 
100番台の全科目，及び「教科に関する科目」・「教職に関する科目」以外で免許状取得
に必要な全科目の単位（「憲法」2単位，「スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ」2単位，「国際コミュニケー
ション科目」2単位，「情報リテラシ」又は「コンピュータサイエンス入門」2単位）を
取得していることを証明する書類を提出する。（以下，提出先は全て教職科目実施委員
長宛）
また，上の申し込みと相前後して，所属系長から，自らが早期卒業予定者であり，3年
生で教育実習する特段の理由とそれにふさわしい学業成績である旨を記載した推薦書を
作成してもらい，提出すること。
実習校は原則として母校とし，母校で受け入れ不可となった場合は，附属高校に空きが
ある場合のみ受け入れを検討する。
上記の申し込み時に，教育実習を取り消す条件として，単位取得，早期卒業見込み，免
許取得に必要な手続きの実施状況等があるので，その詳細を説明する。なお，実習校に
申し込みをした後に実習を取り消すことになった場合には，系長及び本人から実習校校
長宛に，謝罪の意を表する文書を送付する必要があるので，その点を了解し同意するこ
とが申し込みの受付条件である。

17 教育実習の科目は免許状取得希望
科目と同じでなくてはならない
か。

本学では，本人の免許取得教科で実習することを原則としている。
また，最近は，母校実習の受け入れについて，教員採用試験の受験を条件とする地域，
学校が多いことから，実習校についても本人の希望により自由に選べるわけではない。
なお，本学では，原則として本学附属科学技術高校で実習することにしている。

18 教育実習申し込みから実施までの
流れはどうなるのか。

「教育実習」の流れについては，教職課程ホームページを確認してほしい。

【介護等体験に関する質問】
19 「介護等の体験」とは何か。 「介護等の体験」とは，中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習

体験であり，障害者，高齢者等に対する介護，介助，これらの者との交流体験をいい，
免許状取得のための条件は7日間である。
実施機関で交付される証明書類が必要になる。

20 介護等体験を行う手続きはどうす
ればよいか。

体験を行う前年度の4月及び9月に実施する「介護等体験オリエンテーション」にて手続
き等を説明する。オリエンテーションの時期は，変更されることも十分に予想されるの
で，常に掲示に注意すること。

介護等体験ができる施設数は限られている。そのため，本学では，介護等体験を行う者
は中学校の免許状を取得するために必要な単位を，教育実習を除いてすべて修得済もし
くは修得見込みであることが望ましい。

【免許状申請手続きに関する質問】
21 免許状の申請は，どのようにする

のか。
卒業の年の6月又は7月に，一括申請の手続きを教務課で行う。掲示を出すので，注意し
てほしい。
一括申請の手続きをしなかった者は，個人申請になる。
個人申請の方法については，教務課に問い合わせてほしい。
なお，個人申請は，3月中に免許状を受け取ることができない可能性が高いので，3月卒
業の学生は，一括申請の手続きを忘れずにしてほしい。

【就職についての質問】
22 卒業生で教職についている人はど

の位いるのか。
今までに約470名近くが教員になっている。毎年数名は教職についているが，平成25年
以後で約40名以上が教職についている。
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９．教授要目（「教職に関する科目」及び「教科の指導法に関する科目」）
Ⅰは目的，Ⅱは内容，Ⅲは履修上の注意事項を示す。
履修順序指定付きの科目については，P.47～P.48を参照すること。また，教職課程コアカリキュラムについては教職

課程 web ページ（https://www.te.ila.titech.ac.jp/）を参照のこと。

科
目
名

教育基礎 A
（Educational Foundations Ａ）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

3Q
担
当
教
員

鈴木　悠太　准教授

Ⅰ　教育について考えるための基礎をつくります。
Ⅱ　教育学の基本的な概念の理解と活用。

科
目
名

教育基礎 B
（Educational Foundations Ｂ）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

森下　稔　非常勤講師

Ⅰ　教育の歴史や思想を学び，自己の教育体験を脱構築し，教職における教育観を形成する。
Ⅱ　教育の現代史を題材として教育の未来を構想する。

科
目
名

教職概論 A 
（Introduction to the Teaching Profession Ａ）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

1Q
担
当
教
員

鈴木　悠太　准教授

Ⅰ　教師という仕事についての基本的な理解をつくります。
Ⅱ　「専門科としての教師」を鍵概念とする教職論の基本的な概念の理解と活用。

科
目
名

教職概論 B
（Introduction to the Teaching Profession Ｂ）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

鈴木　悠太　准教授

Ⅰ　教師という仕事についての基本的な理解をふかめます。
Ⅱ　「学び続ける教師」を鍵概念とする教職論の基本的な理解と活用。

科
目
名

教育制度
（Educational System）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

3Q
担
当
教
員

鈴木　悠太　准教授

Ⅰ　教育の制度についての基本的な理解をつくります。
Ⅱ　教育制度・政策の基本的な概念の理解と活用。

科
目
名

教育行財政
（Educational Administration and Finance）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

齊藤　貴浩　非常勤講師

Ⅰ　教育活動の基礎として，国や地方公共団体等が教育に関わる諸資源（人，物，資金，情報）をいかに組織化し，運営し，
教育目的を実現しているかについて分析・考察することにより，教職に必要な教育行財政に関する知識を獲得するととも
に，現在のさまざまな関連諸問題への理解を深める。

Ⅱ　最初に教育行財政の概念や関連知識について習得し，それを基に，その作用を端的に示す様々な教育改革に焦点を当て，
ともに問題解決のための思考実験を行う。

科
目
名

発達と学習Ⅰ
（Development and Learning I）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

1Q
担
当
教
員

栗山　直子　講師

Ⅰ　到達目標：発達に関する心理・教育の基本的知見を，認知発達に焦点を置いて講義する。
　　テーマ：認知発達，教育測定
Ⅱ　教育に関連する発達現象の基本的知見と関連する方法論を取り扱う。主に，科学的・論理的思考の発達，道徳性の発達，

発達機能を測定する技術について触れる。
Ⅲ　関連する科目は，生徒指導論，発達と学習Ⅱである。
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科
目
名

発達と学習Ⅱ
（Development and Learning II）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

栗山　直子　講師

Ⅰ　到達目標：乳幼児期から思春期における，発達上の諸問題とこれに基づく学習の基本的知見を，主要な理論に焦点を置い
て講義する。

　　テーマ：学習科学，教育測定
Ⅱ　学習に関連する基本的理論と関連する方法論を取り扱う。主に，条件付けによる学習，認知学習，動機付け，学習障害に

ついて触れる。「教育相談論」と同時の履修が望ましい。
Ⅲ　関連する科目は，教育相談論，発達と学習Ｉである。

科
目
名

特別支援の理論と教育的配慮
（Special Needs Education and Inclusive Consideration）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

4Q
担
当
教
員

岡田　佳子　非常勤講師

Ⅰ　本講義では，通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒について，障害とは何かを理解することから始め，障害の種類
と程度に応じた教育の基本的特性を身につけ，他者に説明できるようになることを目的とする。

Ⅱ　発達の障害に焦点を当て，特別支援教育の対象となる児童・生徒の障害の様態を学ぶ。通常の学級に在籍する障害のある
児童・生徒に対する学習・行動支援の理解を深める。具体的には，特別支援教育の概要とインクルーシブ教育システム，
学習障害（LD），ADHD や自閉症スペクトラムなどの発達障害の理解と支援，身体的な障害のある子どもたちをはじめと
するさまざまな障害の理解と支援，母国語や貧困，LGBT 等に起因するさまざまな困難への理解と支援，多様性を認める
教育と保護者支援，外部機関との連携並びに教育課程を踏まえた支援体制の構築などについて，講義やディスカッション，
演習，疑似体験などを通して学ぶ。

Ⅲ　関連する科目は「生徒指導論」，「発達と学習Ⅰ」，「発達と学習Ⅱ」である。履修前提科目は特に設けないが，関連科目を
履修済みである事が望ましい。

科
目
名

教育課程編成の方法
（Educational Technology for Curriculum and Lesson Design）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
木村　優里　准教授
室田　真男　教授

Ⅰ　教職課程コアカリキュラムの「教育課程の意義及び編成の方法」の全目標をより具体化した以下の目標を達成することを
目的とする。

　　・学習指導要領に基づいて行う教育課程編成のための手法や各教科の指導・評価法を理解し，実践に向けた準備をする。
　　・教育課程の編成と改善に必要なカリキュラム・マネジメントの方法を理解する。
Ⅱ　学習指導要領の法的性格ならびに社会的役割と過去改訂の要点・特徴・成果と課題，教育課程編成の目的と原理ならびに

各学校段階で特に考慮すべき留意点と相互接続，教育課程編成の実際（教科等を横断した連携，地域との連携），汎用的資
質・能力の育成とカリキュラム・マネジメントの考え方・方法，新逆向き設計と教科・科目の年間指導計画作成，教育課
程の評価方法と結果に基づく改善の視点などを扱う。

Ⅲ　履修の条件は次の通りである。
　　・�「教職概論Ａ」「教職概論Ｂ」「教育基礎Ａ」「教育基礎Ｂ」「教育行財政」「教育制度」の単位を取得していること。

科
目
名

道徳の指導法
（Studies of Moral Education）

単
　
位

2-0-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

藤澤　文　非常勤講師

Ⅰ　本講義の到達目標は，第一に，道徳教育について考えていくこと，第二に，子どもと学校を取り巻く現状や今後の課題を
知り，子どもの心を育む道徳の学習指導案を作成すること。

Ⅱ　講義を通して，日本の現在の子どもの様子，現在の道徳教育を踏まえた後に，道徳教育の歴史的変遷，思想の変遷を概観
する。その後，ヒトの発達を踏まえて，道徳性の発達および道徳性の育み方について，ワークショップを取り入れながら
実践的に学ぶ。その後，道徳の学習指導案の書き方を学び，実際に学習指導案を作成する。最後に，道徳の授業の評価の
仕方について考える。
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科
目
名

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法
（Management of Extracurricular Activities）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

木村　優里　准教授
今泉　朝雄　非常勤講師

Ⅰ　学校教育の教育課程は，教科と特別活動，総合的な学習の時間で編成される。本授業では，教科以外の２つの領域の指導
法について，教職課程コアカリキュラムの「特別活動の指導法」及び「総合的な学習の時間の指導法」の全目標を達成す
ることを目指す。

　　・�特別活動の指導法については次の点を主な到達目標とする。①目標や内容，教育課程上の位置づけ，他領域との関係を
理解する，②学校組織，地域住民や他校も含めたチームとしての指導体制を理解する，③学級活動，生徒会活動，学校
行事における「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の指導方法を実践的に習得する。

　　・�総合的な学習の時間の指導法については，①各教科，特別活動との違いや，それらと連携が必要な理由を説明できるよ
うになり，②当該時間の目的達成に必要な教育課程編成及び単元指導計画作成上の工夫を具体例に即して指摘できるよ
うになること，③学習活動の支援策や形成的評価の方法を問題解決の過程・状況と対応づけて具体的に計画・実施でき
るようになることを目標とする。

Ⅱ　II	 特別活動と総合的な学習の時間のそれぞれの指導法について，上述の目標を達成するために，以下の内容を扱ったり，
活動を行ったりしながら，授業を進める。

　　・�特別活動の指導法については，講義を中心に特別活動に関する様々な活動，計画方法，指導方法や実践に関する学生同
士の討議・分析などを採り入れ，主体的対話的で深い学びを行う。

　　・�総合的な学習の時間の指導法については，講義を通じて，教育課程上の役割や設定すべき資質・能力目標，適切／不適
切な指導内容・方法，評価規準作りなどを理解した上で，具体的指導事例やルーブリック例の問題点を議論し改善する
演習を通じて，探究的活動の支援・評価法を考える。

Ⅲ　履修の条件は次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「教育工学」「教育課程編成の方法」の単位を取得していること。

科
目
名

教育工学
（Educational Technology for Curriculum and Lesson Design）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

1Q
担
当
教
員

室田　真男　教授
木村　優里　准教授
永原　健大郎　講師

Ⅰ　教育活動の改善を図るための教育工学の考え方や方法について，演習を通じて修得する。
　　授業の設計→実施→評価→改善に必要な知識と技術を習得し，教育課程や年間・単元指導計画をふまえつつ，教科書等か

ら教育内容・方法を考える上で役立つ教育情報を抽出・整理し，それ等に基づいて授業を設計し，模擬授業を行い，授業
の改善点を指摘できるようになる。

Ⅱ　教職概論，教育の基礎理論，教科教育法Ⅰ，情報機器の操作に関する科目の基礎知識を前提に，教育工学的な授業設計・
改善の考え方，教授・学習に関わるモデル，教授法などの基礎知識と，授業設計・評価のための方法を学ぶ。電子掲示板，
e-learning，授業設計システムなどで課題に取り組み，情報機器の活用体験もする。

Ⅲ　関連する科目は，「教職概論Ａ」「教職概論Ｂ」「教育基礎Ａ」「教育基礎Ｂ」「発達と学習Ｉ」「発達と学習Ⅱ」であり，履
修の条件は，次のとおりである。

　　・�上記関連科目の単位を既に取得していること。２年生以上で，１つでも単位未取得の科目がある学生については，授業
直前の週に行う受講資格試験に合格すれば，履修を認める。（なお，科目等履修生として履修を希望する者は，教務課に
履修申請をする前に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して担当教員に受講資格有無の認定を受け，必
要な場合は申請前に受講資格試験に合格すること。）

科
目
名

学習者特性に基づく指導方法の設計
（Designing Learner-central Instruction）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

栗山　直子　講師

Ⅰ　心理学や学習科学で学んだ学習者特性に関する知見をふまえて，生徒の状況を捉え，それをふまえた指導法を選択するた
めの授業設計や教授スキルの修得を到達目標とする。

Ⅱ　学習者特性に応じた指導法の選択を可能にするために，学習に深く関連する心理学の知見（記憶，推論，問題解決，動機
づけ）と教育手法（認知カウンセリング，PBL.，アクティブラーニング，ICT の活用）との関連性に焦点を当てる。取得
希望免許教科の具体的な授業設計の演習を行う。

Ⅲ　履修条件は次のとおりである。
　　「教育工学」「教育課程編成の方法」の単位を取得していること。

科
目
名

情報機器およびデジタル教材の活用
（Studies on Teaching Method using ICT）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

室田　真男　教授

Ⅰ　情報技術と教育の関わりについて，授業改善の視点と情報教育の視点との両面から理解し，実際に授業を設計したり，教
材開発したりすることができるようになる。特に，新しい学力観に立つ学習指導法ならびにデジタル教科書や電子黒板等
のメディアを活用した指導法を，実践をとおして身につける。

Ⅱ　情報技術と教育との関わりについて，授業改善の視点と情報教育の視点との両面から理解し，実際に授業を設計したり，
教材開発したりすることができるようになることを目的とする。特に，新しい学力観に立つ学習指導法ならびにデジタル
教科書や電子黒板等のメディアを活用した指導法を，実践をとおして学ぶ。

Ⅲ　履修条件は次のとおりである。
　　「教育工学」の単位を取得していること。
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科
目
名

生徒指導論
（Student and Career Guidance）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

今泉　朝雄　非常勤講師

Ⅰ　到達目標：初等中等教育における生徒指導の基本的知見を，主要な理論に焦点を置いて講義する。テーマ：生徒指導，教
育指導

Ⅱ　生徒指導に関連する基本的理論と関連する方法論を取り扱う。主に，指導の方法論，主要な指導技術の概観，相談・支援
の実際，障害児の指導について触れる。「発達と学習Ｉ」と同時の履修が望ましい。

科
目
名

教育相談論
（Educational Counseling）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

森平　直子　教授
高田　純　准教授

Ⅰ　初等中等教育の現場で生じている問題とその背景について理解を深める。また「チーム学校」として保護者や他の職種と
連携して支援にあたることの意義を理解し、そのために必要な手法を身に着ける。

Ⅱ　教育相談にあたって児童・生徒を理解し、支援するために必要な心理学的視点やカウンセリングの手法を、事例検討やグ
ループワーク、ロールプレイなどの演習を通して学ぶ。

Ⅲ　関連する科目は，発達と学習Ｉ，発達と学習Ⅱである。

科
目
名

進路指導・キャリア教育論
（Career Guidance and Education）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

京免　徹雄　非常勤講師

Ⅰ　この講義は，中学校・高等学校・中等教育学校等における進路指導・キャリア教育と教育相談に関して，その基盤となる
諸理論，及び，今日の日本における関連行政施策の特質と課題について学び，キャリア・カウンセリングの現場における
具体例に基づいて学習し，進路指導，教育相談に関する基礎的な知識と技術を身に付けることを目的とする。

　　その上で，「すべての生徒が充実した学校生活を送れるように，生徒同士，および教師と生徒の人間関係を育てること」，「生
徒が，社会的・職業的自立に必要な基礎的能力を身につけられるように指導・援助すること」の実現に必要となる基本的
な態度・能力を修得することをめざす。

Ⅱ　進路指導（キャリア教育），教育相談（カウンセリング）の基礎理論，関連施策の展開，学校における実践の現状と課題等
に関する講義を実施するとともに，カウンセリングについてはペアワーク・グループワークも併用し教員として必要な実
践的なスキルの獲得をめざす。

科
目
名

教育実習基礎Ａ
（Foundation of Teaching Practice A）

単
　
位

0-0-1
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
木村　優里　准教授
栗山　直子　講師

Ⅰ　学校現場で教育実習を行うために必要な基礎技術を修得すること，実習の成果に基づいて教職への理解を深めることを目
的とする。

Ⅱ　教育実習オリエンテーション，授業見学，教材研究，指導案作成，模擬授業（マイクロティーチング），実習前討論，実習
後討論などのいわゆる教育実習の事前・事後指導を行う。（なお，指導案作成や模擬授業については，教科教育法Ⅲにおけ
る目標の達成状況に応じて免除することがある。）

Ⅲ　履修時までに，履修順序指定科目を確認し，前提となる科目を履修しておくものとする。その他の教員免許状取得に必要
な教育実習以外の単位もすべて修得していることを原則とする。また，修得した科目について教職履修カルテの自己評価
を行っている者のみ，本科目の履修を認める。なお，教育実習のための書類手続きや，オリエンテーションを含むため，
履修希望者は履修前々年度の１月から授業に参加する必要がある。

　　なお，本授業は，教育実習第二Ａまたは第三Ａまたは第四Ａと同時履修するものとする。

科
目
名

教育実習基礎Ｂ
（Foundation of Teaching Practice B）

単
　
位

0-0-1
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
木村　優里　准教授
栗山　直子　講師

Ⅰ　教育実習基礎Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習基礎Ａに同じ。
Ⅲ　教育実習基礎Ａに同じ。（ただし，Ⅲの最後の文については，以下の通りである。
　　「なお，本授業は，教育実習第二Ｂまたは第三Ｂまたは第四Ｂと同時履修するものとする。」）
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科
目
名

教育実習第一Ａ
（Teaching Practice I − A）

単
　
位

0-0-1
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　中学校の教員免許状を取得しようとする者が，教育実習第三の成果をふまえて，教育実践力をさらに高め，学校教育への
一層の理解を深めることを目的とする。

Ⅱ　１単位分の教育実習（学校管理，授業，生徒指導の各分野について，観察，参加，実習）を行う。
Ⅲ　本授業は，中学校の教員免許状取得希望者のみが履修できる。したがって，教育実習基礎，第三を含め，本授業及び教職

実践演習以外で中学校教員免許状取得に必要な教職課程に関する単位を全て修得済みであり，教科に関する科目について
も確実に修得できる見込みがあること，さらに，当該年度に「介護等の体験」を取得見込み又は取得済であることを履修
の要件とする。

科
目
名

教育実習第一 B
（Teaching Practice I − B）

単
　
位

0-0-1
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育実習第一Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習第一Ａに同じ。
Ⅲ　教育実習第一Ａに同じ。

科
目
名

教育実習第二Ａ
（Teaching Practice II − A）

単
　
位

0-0-2
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育実習第二Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習第二Ａに同じ。
Ⅲ　後期に実施する２単位実習を履修する者は，原則として教育実習第二Ｂを履修する。（ただし，既に教育実習第二Ｂを履修

した者が後期に２単位実習を行う場合は，教育実習第二Ｄを履修すること。）本授業を履修する際は，教育実習基礎Ａの単
位を未取得の者は，教育実習基礎Ｂと同時履修することを条件とする。

科
目
名

教育実習第二 B
（Teaching Practice II − B）

単
　
位

0-0-2
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育実習第二Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習第二Ａに同じ。
Ⅲ　後期に実施する２単位実習を履修する者は，原則として教育実習第二Ｂを履修する。（ただし，既に教育実習第二Ｂを履修

した者が後期に２単位実習を行う場合は，教育実習第二Ｄを履修すること。）本授業を履修する際は，教育実習基礎Ａの単
位を未取得の者は，教育実習基礎Ｂと同時履修することを条件とする。

科
目
名

教育実習第二 C
（Teaching Practice II − C）

単
　
位

0-0-2
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　中学校の教員免許状を取得しようとする者が，教育実習第二Ａの成果をふまえて，教育実践力をさらに高め，学校教育へ
の一層の理解を深めることを目的とする。

Ⅱ　２週間の教育実習（学校管理，授業，生徒指導の各分野について，観察，参加，実習）を行う。
Ⅲ　既に教育実習第二Ａを履修した者が前期に２単位実習を行う場合は，本授業を履修すること。
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科
目
名

教育実習第二Ｄ
（Teaching Practice II −Ｄ）

単
　
位

0-0-2
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　中学校の教員免許状を取得しようとする者が，教育実習第二Ｂの成果をふまえて，教育実践力をさらに高め，学校教育へ
の一層の理解を深めることを目的とする。

Ⅱ　教育実習第二Ｃに同じ。
Ⅲ　既に教育実習第二Ｂを履修した者が後期に２単位実習を行う場合は，本授業を履修すること。

科
目
名

教育実習第三Ａ
（Teaching Practice Ⅲ − A）

単
　
位

0-0-3
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育課程の講義・演習で修得した専門知識や技能を学校現場で実際に適用する体験を通して，教職への理解を深めること，
教師として必要な実践的能力を修得すること，生徒理解を深めることを目的とする。

Ⅱ　３週間の教育実習（学校管理，授業，生徒指導の各分野について，視察，参加，実習）を行う。
Ⅲ　本授業は，教育実習基礎Ａと同時履修するものとする。

科
目
名

教育実習第三 B
（Teaching Practice Ⅲ− B）

単
　
位

0-0-3
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育実習第三Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習第三Ａに同じ。
Ⅲ　本授業は，教育実習基礎Ｂと同時履修するものとする。

科
目
名

教育実習第四 A
（Teaching Practice Ⅳ− A）

単
　
位

0-0-4
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育課程の講義・演習で修得した専門知識や技能を学校現場で実際に適用する体験を通して，教職への理解を深めること，
教師として必要な実践的能力を修得すること，生徒理解を深めることを目的とする。

Ⅱ　４週間の教育実習（学校管理，授業，生徒指導の各分野について，視察，参加，実習）を行う。
Ⅲ　本授業は，教育実習基礎Ａと同時履修するものとする。

科
目
名

教育実習第四 B
（Teaching Practice Ⅳ− B）

単
　
位

0-0-4
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
栗山　直子　講師
室田　真男　教授
鈴木　悠太　准教授
木村　優里　准教授
稲葉　利江子　教授

Ⅰ　教育実習第四Ａに同じ。
Ⅱ　教育実習第四Ａに同じ。
Ⅲ　本授業は，教育実習基礎Ｂと同時履修するものとする。
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科
目
名

教職実践演習
（Educational Practice Seminar）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

木村　優里　准教授
鈴木　悠太　准教授
室田　真男　教授
稲葉　利江子　教授
栗山　直子　講師
永原　健大郎　講師
高田　純　准教授

Ⅰ　教職課程の最後に履修する科目として，まず，教職科目及び教科に関する科目の基礎知識の定着を図る。その上で，教員
として学校の教壇に立つ上での必要最低限の資質を身につける。

Ⅱ　職科目及び教科に関する科目の基礎知識の定着を図るために，教職・教科科目の基礎知識の確認と振り返りを行う。
　　学校現場を見学した体験や，教育実習指導教員や生徒とのやりとりに基づき，各自の課題を明確にし，学生同士で討論す

ることを通じて，教職課程における学修と教育実習における経験を省察し，報告する。
　　生徒理解対人関係上の問題について，事例紹介を受け，ロールプレイングを行い，理解を深める。
　　生徒理解 ･ 教科指導力の向上を図るために，来年度実習生の模擬授業に参加し，生徒の実態に即した反応や助言を行う。
Ⅲ　履修の条件は次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・各免許状取得に必要な「教育実習」の単位を本学で取得していること。

科
目
名

数学科教育法Ⅰ
（Educational Administration and Finance）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師

Ⅰ　中等教育段階における数学科の教材と指導法について理解することが到達目標であり，中学校数学科及び高等学校数学科
の教材と指導法をテーマとする。

Ⅱ　中学校では令和３年度より，また，高等学校では令和４年度から年次進行により，新しい学習指導要領のもとで指導が行
われている。現行学習指導要領でより一層強調されている数学的活動を実現する教材及び指導法について，中学校数学科
の内容を構成する領域毎及び高等学校数学科の内容毎に検討する。

Ⅲ　本授業は，「数学科教育法Ⅱ」と同時履修することが強く推奨される。

科
目
名

数学科教育法Ⅱ
（Studies on Method of Mathematical Teaching II）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師

Ⅰ　教科を横断したり，日常生活に関連したりする答えのない問題に対して，数学を用いて探究する活動を取り扱う。また，
テストでは測ることの難しい学習効果の評価について検討することを目的とする。

Ⅱ　「課題学習」など数学的活動を中心とした単元や，「データ分析」など確率・統計分野の単元で，日常生活に関連した答え
のない問題等の解決に数学を活用するための探究的活動のための教材や指導法を扱う。また，テストで測ることの難しい
それらの活動の評価方法についても扱う。

Ⅲ　「数学科教育法Ⅰ」と同時履修するか，既に修得していることを条件とする。

科
目
名

数学科教育法Ⅲ
（Studies on Method of Mathematical Teaching Ⅲ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師
濵名　高宏　非常勤講師

Ⅰ　「教育工学」「教育課程編成の方法」で学ぶ授業設計・評価手法と，「数学科教育法Ⅰ」「同Ⅱ」で学ぶ数学教育の内容・方
法に関する基礎知識を有機的に結びつけ，数学教育における教材の選択と配列の方法，生徒とのコミュニケーションの方
法に関する実践的理解を深めることと，それらを第三者に理解可能な指導案として記述する方法，教授スキルを修得する
ことを目的とする。

Ⅱ　数学教育における学習への動機づけ，問題解決力や数学的な見方・考え方を修得する際の学習者モデル，それに則した指
導法，数学における ICT 活用や情報教育の問題も考えながら，教材分析，授業設計，教授法，教授スキルの活用方法，評
価方法などの内容を扱う。

Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「教育工学」「教育課程編成の方法」「数学科教育法Ⅰ」「数学科教育法Ⅱ」の単位を修得していること。
　　・「数学科」の教科に関する科目を18単位以上取得していること。
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科
目
名

数学科教育法Ⅳ
（Studies on Method of Mathematical Teaching Ⅳ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

室田　真男　教授
渡辺　雄貴　非常勤講師

Ⅰ　「数学科教育法Ⅰ～Ⅲ」において身につけてきた基本的な指導方法をもとに，ICT 機器を効果的に活用しながらの実践的な
指導力の向上を目指す。

Ⅱ　また，数学科における実践研究の動向を調べ，お互いに紹介し合うことにより，学習効果の高い授業デザイン力を身につ
ける。

Ⅲ　関連する科目は，（１）「数学科教育法Ⅰ～Ⅲ」，（２）「数学」の教科に関する科目である。履修の条件は，次のとおりであ
る。

　　・�上記関連科目（１）の単位を既に取得していること。（同じ学期に本学で同時履修し，単位取得見込が確認できる場合も
含む。）

　　・�上記関連科目（２）について免許取得に必要な全ての分野の必修科目を含めて合計20単位以上を単位取得していること
（同上）

　　・�2019年度以降の教職課程履修者で，教科指導法を４単位以上取得することが求められている場合か，教育職員免許法第
６条３項別表第四により免許取得する者であること。

　　・�教務課への履修申告他に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して当該申告期間開始前に履修希望の連絡
と必要事項（学籍番号，氏名，所属，メールアドレス）を連絡すること。なお，科目等履修生の場合は，教務課に事前
申告する前に上記連絡を取ること。

　　・本授業で受け入れる科目等履修生は，本学卒業生のみとする。

科
目
名

数学科教育法実践演習Ⅰ
（Exercise of Practical Research on Mathematics Education Ⅰ）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師

Ⅰ　教育実践研究のテーマについて，教育工学的な方法論を使って，効果的に解決する方法を習得することを目的とする。
Ⅱ　数学の授業の中で，数学的な見方・考え方の指導や，数学の領域固有知識を問題解決の文脈で効果的に引き出せるように

なるための知識の再構成ができるようになるために，教育実践研究テーマの発見・具体化，教材開発，教育実践に取り組む。
Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「数学科教育法Ⅲ」単位を取得していること。
　　・「数学」の教科に関する科目を20単位以上取得していること。
　　・「理科教育法実践演習Ⅰ」と同時履修することはできない。

科
目
名

数学科教育法実践演習Ⅱ
（Practical Training of Mathematical Teaching）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

永原　健大郎　講師

Ⅰ　数学教育法実践演習Ⅰの取り組みをふまえ，教育実践研究のテーマを深化・再検討し，多様なニーズに応じた数学教育が
実践できるようになることを目的とする。

Ⅱ　SDGs などの現代的・総合的な課題と，理科の見方・考え方，領域固有知識の関係を説明できるようになるために，教育実
践研究テーマの深化・再検討，教材開発，教育実践に取り組む。

Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「数学科教育法実践演習Ⅰ」の単位を取得していること。
　　・「理科教育法実践演習Ⅱ」を同時履修することはできない。

科
目
名

理科教育法Ⅰ
（Studies on Method of Science Teaching I）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

藤枝　秀樹　非常勤講師

Ⅰ　中学校と高等学校の学習指導要領及びその解説などに基づき，理科教育の基本的な原則・目標・内容・留意事項などを理
解し，教授法の基礎を学ぶことを目的とする。

Ⅱ　理科教育の役割と目標・内容，教材論，教授論，理科教育の現状などを講義で扱うと同時に，理科授業に役立つ教材作成
の演習を行う。

科
目
名

理科教育法Ⅱ
（Studies on Method of Science Teaching II）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

野内　頼一　非常勤講師

Ⅰ　理科の教授方法の心理学的基礎を学ぶことを目的とする。テーマは，教授方法，論理的思考の発達，概念学習，教授・学
習システムの設計等多岐にわたる。

Ⅱ　中学校・高等学校における理科教育の現状と課題を認識し，生徒がいきいきと主体的に学ぶには何が必要かを考えること
で，これからの理科教育に必要な考え方を身に付ける。



−43−

科
目
名

理科教育法Ⅲ
（Studies on Method of Science Teaching Ⅲ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

木村　優里　准教授
小佐野　隆治　非常勤講師
佐藤　馨一朗　非常勤講師
並木　祐樹　非常勤講師

Ⅰ　「教育工学」「教育課程編成の方法」で学ぶ授業設計・評価手法と，「理科教育法Ⅰ」「同Ⅱ」で学ぶ理科教育に関する基礎
知識を有機的に結びつけ，理科教育における教材の選択と配列の方法，生徒とのコミュニケーションの方法に関する実践
的理解を深めることと，それらを第三者に理解可能な指導案として記述する方法，教授スキルを修得することを目的とす
る。

Ⅱ　理科教育における学習への動機づけ，問題解決力や科学的な見方・考え方を修得する際の学習者モデル，それに則した指
導法，理科における ICT 活用や情報教育などの問題も考えながら，教材分析，授業設計，教授法，教授スキルの活用方法，
評価方法などの内容を扱う。

　　毎回，全員が指導案を事前提出し，事後改善もする。全員が１回は教師役を体験する。
Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「教育工学」「教育課程編成の方法」「理科教育法Ⅰ」「理科教育法Ⅱ」の単位を修得していること。
　　・「理科」の教科に関する科目を18単位以上取得していること。

科
目
名

理科教育法Ⅳ
（Studies on Method of Science Teaching Ⅳ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

室田　真男　教授
久保田　善彦　非常勤講師

Ⅰ　「理科教育法Ⅰ～Ⅲ」において身についてきた基本的な指導方法をもとに，ICT 機器を効果的に活用しながらの実践的な指
導力の向上を目指す。

Ⅱ　また，理科における実践研究の動向を調べ，お互いに紹介し合うことにより，学習効果の高い授業デザイン力を身につけ
る。

Ⅲ　関連する科目は，（１）「理科教育法Ⅰ～Ⅲ」，（２）「理科」の教科に関する科目である。履修の条件は，次のとおりである。
　　・�上記関連科目（１）の単位を既に取得していること。（同じ学期に本学で同時履修し，単位取得見込が確認できる場合も

含む）
　　・�上記関連科目（２）について免許取得に必要な全ての分野の必修科目を含めて合計20単位以上を単位取得していること

（同上）
　　・�2019年度以降の教職課程履修者で，教科指導法を4単位以上取得することが求められている場合か，教育職員免許法第６

条３項別表第四により免許取得する者であること。
　　・�教務課への履修申告他に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して当該申告期間開始前に履修希望の連絡

と必要事項（学籍番号，氏名，所属，メールアドレス）を連絡すること。なお，科目等履修生の場合は，教務課に事前
申告する前に上記連絡を取ること。

　　・本授業で受け入れる科目等履修生は，本学卒業生のみとする。

科
目
名

理科教育法実践演習Ⅰ
（Exercise of Practical Research on Science Education Ⅰ）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

木村　優里　准教授

Ⅰ　教育実践研究のテーマについて，教育工学的な方法論を使って，効果的に解決する方法を習得することを目的とする。
Ⅱ　理科の授業の中で，科学的な見方・考え方の指導や，理科の領域固有知識を問題解決の文脈で効果的に引き出せるように

なるための知識の再構成ができるようになるために，教育実践研究テーマの発見・具体化，教材開発，教育実践に取り組む。
Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「理科教育法Ⅲ」単位を取得していること。
　　・「理科」の教科に関する科目を20単位以上取得していること。
　　・「数学科教育法実践演習Ⅰ」と同時履修することはできない。

科
目
名

理科教育法実践演習Ⅱ
（Exercise of Practical Research on Science Education Ⅱ）

単
　
位

0-2-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

木村　優里　准教授

Ⅰ　理科教育法実践演習Ⅰの取り組みをふまえ，教育実践研究のテーマを深化・再検討し，多様なニーズに応じた理科教育が
実践できるようになることを目的とする。

Ⅱ　SDGs などの現代的・総合的な課題と，理科の見方・考え方，領域固有知識の関係を説明できるようになるために，教育実
践研究テーマの深化・再検討，教材開発，教育実践に取り組む。

Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「理科教育法実践演習Ⅰ」の単位を取得していること。
　　・「数学科教育法実践演習Ⅱ」を同時履修することはできない。
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科
目
名

情報科教育法Ⅰ
（Studies on Method of Information Study I）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

野村　泰朗　非常勤講師

Ⅰ　小・中・高校全体を通じて行う情報教育の中での共通教科「情報」の役割・目標を理解する。
　　また，共通教科「情報」と専門教科「情報」との役割の違いや，目標とそれに対応した指導のあり方の違いを理解する。

共通教科「情報」の２つの科目の内容や指導上の留意点を理解する。
Ⅱ　高等学校学習指導要領の総則を解説し，共通教科「情報」を必修で実施することの意義・役割やそれに即した教育課程編

成上の配慮事項などを解説する。また，専門教科「情報」の科目構成や教育課程編成の制約，共通教科との違いなどを解
説する。その後，共通教科「情報」に焦点を当て，「情報的な見方・考え方」を活用した問題解決の指導，情報機器の活用
方法の指導などを例示，討論した上で，「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の内容や指導上のポイントを解説する。

Ⅲ　関連する科目は，「情報」の教科に関する科目のうち，100番台の１～２Ｑ開講科目全てである。履修の条件は，次のとお
りである。

　　・上記関連科目の単位を既に取得していること。
　　・�教務課への履修申告の他に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して掲示や教職課程 Web ページに指定さ

れた期日までに，履修希望の連絡と必要事項（学籍番号，名前，メールアドレス）を連絡すること。
　　・過去に本授業と同等の授業の単位を修得した者は，本授業を履修できない。

科
目
名

情報科教育法Ⅱ
（Studies on Method of Information Study Ⅱ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

2～3Q
担
当
教
員

稲葉　利江子　教授
玉田　和恵　非常勤講師

Ⅰ　「情報科教育法Ⅰ」の学習成果に基づき，中教審答申で指摘された共通教科「情報」に見られる指導上の問題点（機器操作
の指導への傾斜）を克服することを目的として，情報の科学的な理解，情報社会に参画する態度の育成を主眼とした共通
教科「情報」の学習目標設定と単元指導計画の立案ができるようになること，ルール教え込み型でない情報モラルの指導
のあり方を理解し，授業設計できるようになること，問題解決の目的や条件に応じて ICT を活用すべきか否かを判断でき
るようになることなどを目標とする。

Ⅱ　年間単元指導計画案を立案し，各回の授業の目標と観点別評価の観点との関係を明確にできるようにする。その際，グルー
プで作業分担を行うことで，共同作業における ICT の効果的な活用やそのための工夫について考える練習もする。

　　情報モラルを指導する様々な指導法を体験しながら，現状の情報モラル指導の問題点を明確にし，それを克服するための
新たな指導法や評価方法について解説する。

　　問題解決の目的や条件に応じて ICT を活用すべきか否かを判断することについて考察する。
Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「教育工学」「教育課程編成の方法」「情報科教育法Ⅰ」の単位を修得していること。
　　・「情報科」の教科に関する科目を18単位以上取得していること。

科
目
名

情報科教育法Ⅲ
（Studies on Method of Information Study Ⅲ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

稲葉　利江子　教授

Ⅰ　「教育工学」「教育課程編成の方法」で学んだ授業設計の考え方と，「情報科教育法Ⅰ」「同Ⅱ」で学んだ共通教科「情報」
の学習指導要領理解，課題として作成した年間・単元指導計画，情報モラルや合意形成のための討論指導，学習評価の方
法などの基礎知識に基づき，教科の目標を達成する上で必要な授業設計，教材開発，教育方法，学習評価等に関する知識，
技能，考え方等を実践的に活用し，教育実習で授業担当するための力量を形成することを目的とする。

Ⅱ　共通科目「情報」の「情報Ⅰ」の特定の単元を題材として，具体的に授業設計，教材開発，模擬授業，学習評価などにつ
いて演習を通じて検討し，授業実施に必要な指導案，教材，評価問題を完成させる。

　　模擬授業を通じて，授業における ICT の活用を含めた教授技術を扱う。
Ⅲ　履修の条件は，次のとおりである。詳細はシラバスを確認すること。
　　・「教育工学」「教育課程編成の方法」「情報科教育法Ⅰ」の単位を修得していること。
　　・「情報科教育法 II」の単位を修得しているか，同じ年度に本授業に先立って履修し，単位取得の条件を満たしていること。
　　・「情報科」の教科に関する科目を4分野以上について，18単位以上取得していること。
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科
目
名

情報科教育法Ⅳ
（Studies on Method of Information Study Ⅳ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

稲葉　利江子　教授

Ⅰ　「情報科教育法Ⅰ～Ⅲ」で学んだ教育課程や情報教育の指導法に関する知識，技能と，教育実習または現職教員としての学
校現場における情報科の実態の観察・実習体験に基づき，「情報」の指導のあり方について多面的な考察を行い，実践する
資質を養うことを目的とする。

Ⅱ　学校及び生徒の実態をふまえた「情報」関連科目の選択や取扱いについて検討したり，大学等の高等教育や生涯学習との
関連を検討する。

　　また，専門教科「情報」についての教育課程編成や指導法についても扱う。
Ⅲ　関連する科目は，（１）「情報科教育法Ⅰ～Ⅲ」，（２）「情報」の教科に関する科目である。履修の条件は，次のとおりである。
　　・�上記関連科目（１）の単位を既に取得していること。（同じ学期に本学で同時履修し，単位取得見込みが確認できる場合

も含む。）
　　・�上記関連科目（２）について免許取得に必要な全ての分野の必修科目を含めて合計20単位以上を単位取得していること。

（同上）
　　・�2019年度以降の教職課程履修者で，教科指導法を４単位以上取得することが求められている場合か，教育職員免許法第

６条３項別表第四により免許取得する者であること。
　　・�教務課への履修申告の他に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して当該申告期間開始前に履修希望の連

絡と必要事項（学籍番号，名前，所属，メールアドレス）を連絡すること。なお，科目等履修生の場合は，教務課に事
前申請する前に上記連絡をとること。

　　・�本授業で受け入れる科目等履修生は，本学卒業生のみとする。

科
目
名

工業科教育法Ⅰ
（Studies on Method of Industrial Subjects I）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

近藤　千香　非常勤講師

Ⅰ　高等学校学習指導要領およびその解説「工業編」に基づき，工業教育の目標・内容・留意事項を理解し，実験 ･ 実習を含
めた教授法の基礎を学び，それらを実践できる。また，現在の「工業教育」が抱えている問題点を理解し，その解決に積
極的に取り組もうとする。

Ⅱ　工業の役割と目標・内容，戦後の工業教育の現状（生徒や学校の実態・課題等を含む）について学ぶ。また，実験・実習
を含めた基本的な教材作成，授業実践の方法や留意点について学ぶ。さらに，「工業」と「環境」の関わりや「科学技術高
校」の教育課程について考える。

Ⅲ　教育基礎Ａ，発達の学習Ⅰ及びⅡを予め履修しておくことが望ましい。

科
目
名

工業科教育法Ⅱ
（Studies on Method of Industrial Subjects Ⅱ）

単
　
位

1-0-0
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

野中　匠　非常勤講師

Ⅰ　「工業科教育法Ⅰ」を基礎にして，教材の選択と配列の方法，教育課程の編成について理解する。また，教育評価について
考察する。

Ⅱ　工業教育に対する社会的要求，教材の選択と配列，教育課程と教育評価について考えて行く。
Ⅲ　教育基礎Ａ，発達の学習ⅠおよびⅡ，工業科教育法Ⅰを予め履修しておくことが望ましい。

科
目
名

工業科教育法Ⅲ
（Studies on Method of Industrial Subjects Ⅲ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

1～2Q
担
当
教
員

柴沼　俊輔　非常勤講師

Ⅰ　高等学校学習指導要領およびその解説「工業編」に基づき，工業科目の教授方法を修得し，その心理学的・技術的基礎を
修得することを目的とする。また，工業教育の現状と将来について理解し，分析および思考する能力を育成する。

Ⅱ　教授方法の歴史，教授方法の心理学的・技術的基礎，教授の方法，教材，最近の企業内訓練方法について学ぶ。また工業
教育に関する過去のデータを分析し，現状を理解するとともに工業教育の将来を考える。

Ⅲ　工業科教育法Ⅰ，Ⅱを予め履修しておくことが望ましい。

科
目
名

工業科教育法Ⅳ
（Studies on Method of Industrial Subjects Ⅳ）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

室田　真男　教授

Ⅰ　「工業科教育法Ⅰ～Ⅲ」において身についてきた基本的な指導方法をもとに，ICT 機器を効果的に活用しながらの実践的な
指導力の向上を目指す。

Ⅱ　また，工業科における実践研究の動向を調べ，お互いに紹介し合うことにより，学習効果の高い授業デザイン力を身につける。
Ⅲ　関連する科目は，（１）「工業科教育法Ⅰ～Ⅲ」（２）「工業」の教科に関する科目である。履修の条件は，次のとおりである。
　　・�上記関連科目（１）の単位を既に取得していること。（同じ学期に本学で同時履修し，単位取得見込が確認できる場合も

含む）
　　・�上記関連科目（２）について免許取得に必要な全ての分野の必修科目を含めて合計20単位以上を単位取得していること

（同上）
　　・�2019年度以降の教職課程履修者で，教科指導法を4単位以上取得することが求められている場合か，教育職員免許法第６

条３項別表第四により免許取得する者であること。
　　・�教務課への履修申告他に，シラバスに指定された連絡先メールアドレスに対して当該申告期間開始前に履修希望の連絡

と必要事項（学籍番号，氏名，所属，メールアドレス）を連絡すること。なお，科目等履修生の場合は，教務課に事前
申告する前に上記連絡を取ること。

　　・本授業で受け入れる科目等履修生は，本学卒業生のみとする。
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10．教授要目（免許教科「情報」「工業」の「教科に関する科目」）
Ⅰは目的，Ⅱは内容，Ⅲは履修上の注意事項を示す。

科
目
名

マルチメディアと表現技法
（Multimedia and Representation Techniques）

単
　
位

0-1-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

室田　真男　教授

Ⅰ　到達目標：本授業を履修することにより，テキスト，音声，画像，映像の各種メディアのコンピュータによる処理技術の
基本的知識および，マルチメディアを活用した表現技法を修得する。その結果として，人に情報が伝わるコンテンツ制作
ができるようになることを到達目標とする。

Ⅱ　テーマ：本授業では，各種デジタルメディアの処理技術および表現技法を修得し，人に情報をうまく伝えることができる
コンテンツの「作り方」を修得し，「読みやすく，見やすく，魅力的なコンテンツ」を制作できる様になることを目指す。

Ⅲ　テキスト，音声，画像，映像など各種メディアのコンピュータによる処理技術および表現技法を，講義および実習を通し
て修得し，「読みやすく，見やすく，魅力的なコンテンツ」を制作できる様になることを目指す。

科
目
名

情報と職業
（Information and Vocation）

単
　
位

1-1-0
開
　
講

3～4Q
担
当
教
員

高橋　等　非常勤講師

Ⅰ　到達目標：本講義を履修することにより，情報関連産業の概要と特色を知り，情報のスペシャリストとして求められる職
業能力について理解することを目標とする。さらに，高校生に対しての職業指導の具体的な方法を修得することを目標と
する。

　　テーマ：本講義では，情報と職業の関わりとして，雇用環境と法律，情報関連産業の実態と展望，情報技術者としての職
業倫理をテーマとするとともに，高校における求められる人材の育成と職業指導をテーマとする。

Ⅱ　情報化の進展により，企業活動のあらゆる場面で情報技術を持つ人材が求められている。しかし，企業が求める人材の能
力は多種多様であり経営環境も常に変化している。本講義では，情報関連産業の実態を概観し，求められる人材の育成と
職業能力について理解を深めていく。また，独立した働き方として，Web マーケティング，コンテンツ制作，ICT ベン
チャーなどを取り上げ，情報産業の多様性に触れる。

　　さらに，情報に係わる職業人として必要なコミュニケーション能力やプロジェクトマネジメント能力，情報技術者として
の職業倫理について理解を深め，高校生に対して行う具体的な職業指導方法を修得する。

科
目
名

これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学）
（Organizational Management and Professional

Development（Engineering））

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

近田　高志　非常勤講師

Ⅰ　社会が求めるプロフェッショナル人材には、深い専門性は勿論のこと，プロジェクトや組織をマネジメントする能力やリー
ダーシップ力が不可欠である。マネジメントの難しさは人間が介在することにある。人は機械のように動いてくれない。「人
間に対する深い洞察力」が不足していれば，リーダーシップを発揮することはできない。リーダーシップとは，学んで磨
きをかけて掴み取るものである。本授業では，マネジメントやリーダーシップの基本的な理論および実践方法を習得する
ことをねらいとする。

Ⅱ　（１）経営管理，組織，自己理解，リーダーシップなど，職業指導に必要な基本的な理論および現状と課題を学ぶ。
　　（２）グループ討議，全体討議を行うなど，対話形式を重視し，知識だけでなく実践力を身につける。

科
目
名

これからの経営管理とプロフェッショナル育成（物質理工学）
（Organizational Management and Professional

Development（Engineering））

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

近田　高志　非常勤講師

Ⅰ　これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学）に同じ。
Ⅱ　これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学）に同じ。

科
目
名

これからの経営管理とプロフェッショナル育成（環境・社会理工学）
（Organizational Management and Professional

Development（Engineering））

単
　
位

1-0-0
開
　
講

2Q
担
当
教
員

近田　高志　非常勤講師

Ⅰ　これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学）に同じ。
Ⅱ　これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学）に同じ。
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11．履修順序指定科目について
「教職に関する科目」及び「教科の指導法に関する科目」には，履修順序指定付き科目がある。詳細は，下記の表を

参照すること。
履修順序指定付き科目 履修順序指定科目

授業科目名 授業科目名 備考

教育工学

教職概論Ａ
教職概論Ｂ
教育基礎Ａ
教育基礎Ｂ
発達と学習Ⅰ
発達と学習Ⅱ

教育課程編成の方法

教職概論Ａ
教職概論Ｂ
教育基礎Ａ
教育基礎Ｂ
教育行財政
教育制度

特別活動及び総合的な学習の時間の
指導法

教育工学
教育課程編成の方法 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可

情報機器およびデジタル教材の活用 教育工学

学習者特性に基づく指導方法の設計
教育工学
教育課程編成の方法

数学科教育法Ⅲ

数学科教育法Ⅰ
数学科教育法Ⅱ
教育工学
教育課程編成の方法

数学科教育法Ⅳ 数学科教育法Ⅲ 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可

理科教育法Ⅲ

理科教育法Ⅰ
理科教育法Ⅱ
教育工学
教育課程編成の方法

理科教育法Ⅳ 理科教育法Ⅲ 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可
情報科教育法Ⅰ 情報リテラシ第一

情報科教育法Ⅱ
情報科教育法Ⅰ
教育工学
教育課程編成の方法 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可

情報科教育法Ⅲ 情報科教育法Ⅱ 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可
情報科教育法Ⅳ 情報科教育法Ⅲ 同じ学期に先行履修し単位取得見込みも可

工業科教育法Ⅳ

工業科教育法Ⅰ
工業科教育法Ⅱ
工業科教育法Ⅲ
教育工学
教育課程編成の方法

数学科教育法実践演習Ⅰ 数学科教育法Ⅲ
数学科教育法実践演習Ⅱ 数学科教育法実践演習Ⅰ
理科教育法実践演習Ⅰ 理科教育法Ⅲ
理科教育法実践演習Ⅱ 理科教育法実践演習Ⅰ

教育実習基礎Ａ
教育実習基礎Ｂ
教育実習第一Ａ
教育実習第一Ｂ
教育実習第二Ａ
教育実習第二Ｂ
教育実習第三Ａ
教育実習第三Ｂ
教育実習第四Ａ
教育実習第四Ｂ

情報機器およびデジタル教材の活用
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法
特別支援の理論と教育的配慮
生徒指導論
教育相談論
学習者特性に基づく指導方法の設計
進路指導・キャリア教育論
数学科教育法Ⅲ

いずれか１教科について
理科教育法Ⅲ
情報科教育法Ⅲ
工業科教育法Ⅲ
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履修順序指定付き科目 履修順序指定科目
授業科目名 授業科目名 備考

教育実習第二Ｃ
教育実習基礎Ａ
教育実習第二Ａ

教育実習第二Ｄ
教育実習基礎Ｂ
教育実習第二Ｂ

教職実践演習 教育実習 各免許状取得に必要な「教育実習」の単位
＊教育実習とは，各免許状取得に必要な「教育実習」の単位を修得したことを示す。
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12.　教育職員免許法改正に伴う経過措置について（旧課程による履修）
【１】教育職員免許法改正に伴う経過措置について

平成29（2017）年の教育職員免許法改正に基づき，本学の教職課程も平成31（2019）年度から新課程へと移行する。
しかしながら，旧免許法（平成10年改正法）に基づく旧課程で単位を修得していた者に対しては，経過措置として旧

免許法の適用が可能である。詳細については【２】を参照すること。

【２】経過措置の適用者
本学における身分 要件
正規生 平成30（2018）年度に本学に在籍していた者であり，平成31（2019）年４月１日時点で前年度と同じ課程に

引き続き在籍している者。
（平成31年３月から平成31年４月の間に，①「学士⇒修士」，②「科目等履修⇒修士・博士」等の課程の変更があった
者には，原則として経過措置は適用されないので十分注意すること。）

※旧免許法が適用できるかどうかわからない者は，教務課に問い合わせること。

【３】免許状取得に必要な事項について（新免許法と旧免許法では，主に，②④⑤の科目分類に違いがある）
①教員の資格
　大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は，教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する

者でなければならない。
②免許状取得に必要な単位数
　・表12－１に掲げる単位を修得し，基礎資格を満たすこと。
　・�教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目として，日本国憲法，体育，外国語コミュニケーション，情報

機器の操作の各単位を修得すること。
③認定されている免許状の種類と免許教科
　本学で認定されている免許状の種類と免許教科は，学院別に「４．免許状取得に必要な単位等の修得について」の
【３】「認定されている免許状の種類と免許教科」のとおり。学部・研究科に所属する者は入学年度の教職ガイドブッ
クを参照すること。

④「教職に関する科目」
　表12－１に示されている「教職に関する科目」の履修方法と最低修得単位数は表12－３を参照すること。
⑤「教科に関する科目」
　旧課程の「教科に関する科目」の最低修得単位数は表12－２を参照すること。
⑥介護等の体験
　中学校教諭一種免許状を取得するためには「介護等の体験」が必要である。

表12－１　免許状取得に必要な所要資格

� 所要資格

免許状の種類

基礎資格

教科に
関する
科目

教職に
関する
科目

教科又は教職に
関する科目３）

日本国
憲法 体育

外国語
コ ミ ュ ニ
ケーション

数理，
データ活
用及び人
工知能に
関する科
目又は情
報機器の

操作

介護等の
体験

⇒【４】 ⇒【５】 － ⇒【６】 ⇒【７】

中学校
教諭

専修
免許状

修士の学位を有
すること１）

一種に
同じ

一種に
同じ

一種３）

＋24（大学院科目）４）
一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に同
じ 必要５）

一種
免許状

学士の学位を有
すること２） 20 31 ８３），６） ２ ２ ２ ２ 必要

高等学校
教諭

専修
免許状

修士の学位を有
すること１）

一種に
同じ

一種に
同じ

一種３）

＋24（大学院科目）４）
一種

に同じ
一種

に同じ
一種に
同じ

一種に
同じ －

一種
免許状

学士の学位を有
すること２） 20 24７） 15３），６） ２ ２ ２ ２ －

根拠となる法令 ア イ ウ

ア　教育職員免許法別表第一
イ　教育職員免許法別表第一備考第四号・教育職員免許法施行規則第66条の６
ウ　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律，平成９年法律第90号
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備考
１）「修士の学位を有すること」には，大学院の修士課程に一年以上在学し，30単位以上修得した場合を含む。
２）「学士の学位を有すること」には，いわゆる飛び入学により大学院の修士課程に入学した場合を含む。
３）「教科又は教職に関する科目」（一種）
　　「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の所要単位を超えて修得した科目
４）「教科又は教職に関する科目（大学院科目）24単位」について
　　大学院の授業科目で，「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目。
５）すでに中学校の免許状を取得している者は不要。
６）教育職員免許法第６条第３項別表第四により取得する者を除く。
７）免許法上では23単位だが，本学で設定している必修科目の関係で24単位となる。

表12－２　「教科に関する科目」の最低修得単位数（旧教育職員免許法）
　表12－１の「教科に関する科目」の最低修得単位数には，この表に掲げる単位を含まなければならない。
　対象となる科目は，各自の入学年度の教職ガイドブックを参照のこと。（ただし，廃止科目や新設科目等のカリキュ
ラム変更が発生しているため，必ず各学期の始めに教務課にて対象となる科目を確認すること。）
　不足する単位については，「４．免許状取得に必要な単位等の修得について」の【４】「教科及び教科の指導法に関す
る科目」に記載されている授業科目の中から履修すること。

免許教科 免許法施行規則に定める科目区分
最低修得単位数

中学校 高等学校

数　学

代数学
それぞれの科目の
必修科目を含む

計20単位

それぞれの科目の
必修科目を含む

計20単位

幾何学
解析学
「確率論、統計学」
コンピュータ

理　科

物理学

それぞれの科目の
必修科目を含む

計20単位

それぞれの科目の
必修科目を含む

１単位以上
計20単位

化学
生物学
地学
物理学実験（コンピュータ活用を含む。）

４科目区分の
必修科目を含む

１単位以上

化学実験（コンピュータ活用を含む。）
生物学実験（コンピュータ活用を含む。）
地学実験（コンピュータ活用を含む。）

情　報

情報社会及び情報倫理

それぞれの科目の
必修科目を含む

計20単位

コンピュータ及び情報処理（実習を含む。）
情報システム（実習を含む。）
情報通信ネットワーク（実習を含む。）
マルチメディア表現及び技術（実習を含む。）
情報と職業

工　業
工業の関係科目 それぞれの科目の必修科目を含む

計20単位職業指導
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表12－３　旧課程で免許申請する際に必要な「教職に関する科目」の履修方法と最低修得単位数

教育職員免許法施行規則に定める科目区分 科目区分に対応して
開設されている授業科目

開設年
度区分

申請
区分 単位数

中学 高校
必修 単位 必修 単位

教職の意義
等に関する
科目

・教職の意義及び教員の役割
・�教員の職務内容（研修、服務及

び身分保障等を含む。）
・�進路選択に資する各種の機会の

提供等

教職概論Ａ 共通 １ ◎
２

◎
２

教職概論Ｂ 共通 １ ◎ ◎

教育の基礎
理論に関す
る科目

・�教育の理念並びに教育に関する
歴史及び思想

教育基礎Ａ 共通 １ ◎

６

◎

６

教育基礎Ｂ 共通 １

・�幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程（障害のある
幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程を含む。）

発達と学習Ⅰ 共通 １ ◎ ◎
発達と学習Ⅱ 共通 １ ◎ ◎
発達と学習Ⅲ
特別支援の理論と教育的配慮

～Ｈ30
Ｈ31～

旧
両用 １ ◎ ◎

・�教育に関する社会的、制度的又
は経営的事項

教育制度 共通 １ ◎ ◎
教育行財政 共通 １ ◎ ◎

教育課程及
び指導法に
関する科目

・各教科の指導法

数学科教育法Ⅰ 共通 １ ○

12

○

７

数学科教育法Ⅱ 共通 １ ○ ○
数学科教育法Ⅲ 共通 １ ○ ○
数学科教育法Ⅳ 共通 １
数学科教育法実践演習Ⅰ 共通 ２
数学科教育法実践演習Ⅱ 共通 ２
理科教育法Ⅰ 共通 １ ○ ○
理科教育法Ⅱ 共通 １ ○ ○
理科教育法Ⅲ 共通 １ ○ ○
理科教育法Ⅳ 共通 １
理科教育法実践演習Ⅰ 共通 ２
理科教育法実践演習Ⅱ 共通 ２
情報科教育法Ⅰ 共通 １ ○
情報科教育法Ⅱ 共通 １ ○
情報科教育法Ⅲ 共通 １ ○
情報科教育法Ⅳ 共通 １
工業科教育法Ⅰ 共通 １ ○
工業科教育法Ⅱ 共通 １ ○
工業科教育法Ⅲ 共通 １ ○
工業科教育法Ⅳ 共通 １

・道徳の指導法 道徳の指導法 共通 ２ ◎

・特別活動の指導法
特別活動の運営
特別活動及び総合的な学習の時間
の指導法

～Ｈ30
Ｈ31～

旧
両用 １ ◎ ◎

・教育課程の意義及び編成の方法
・�教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。）

教育の課程・方法の設計と改善Ａ
教育工学

～Ｈ30
Ｈ31～

両用
両用 １ ◎ ◎

教育の課程・方法の設計と改善Ｂ
教育課程編成の方法

～Ｈ30
Ｈ31～

両用
両用 １ ◎ ◎

・�教育の方法及び技術（情報機器
及び教材の活用を含む。）

情報機器およびデジタル教材の活用 共通 １ ◎ ◎
マルチメディアと学習環境 ～Ｈ32　旧 ２ ◎
学習者特性に基づく指導方法の設計 共通 １ ◎

生 徒 指 導、
教育相談及
び進路指導
等に関する
科目

・生徒指導の理論及び方法
・�教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理
論及び方法

・進路指導の理論及び方法

生徒指導論 共通 １ ◎

４

◎

４
教育相談論 共通 １ ◎ ◎

生徒・進路指導と教育相談
進路指導・キャリア教育論

～Ｈ30
Ｈ31～

両用
両用 ２ ◎ ◎
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教育実習

教育実習基礎Ａ 共通 １
●

５

●

３

教育実習基礎Ｂ 共通 １
教育実習第一Ａ 共通 １

● ●

教育実習第一Ｂ 共通 １
教育実習第二Ａ 共通 ２
教育実習第二Ｂ 共通 ２
教育実習第二Ｃ 共通 ２
教育実習第二Ｄ 共通 ２
教育実習第三Ａ 共通 ３
教育実習第三Ｂ 共通 ３
教育実習第四Ａ 共通 ４
教育実習第四Ｂ 共通 ４

教職実践演習 教職実践演習 共通 ２ ◎ ２ ◎ ２
合計 31 24

備考
必修科目　◎：全免許教科で必修，　〇：免許教科に該当する科目のみ必修，
　　　　　●：教育実習の時期・基幹に該当する科目のみ必修
開設年度区分が共通の科目は，新旧の違いを意識する必要は無く，申請区分が両用の場合もいずれか１つを取得して

いれば新旧両方に使える
一方，新免許法で申請する場合は，申請区分が両用の科目は新免許法の教職に関する必修科目や，教科の指導法に関

する科目にカウントできるが，旧の科目は教職に関する選択科目としてカウントされる。
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【４】Ｑ＆Ａ（旧課程で単位を修得する者のための追加項目）
旧課程で単位を修得する者であっても基本的には新課程のＱ＆Ａと同じである。ここでは，旧課程のみに該当する

Ｑ & Ａを示す。

No. Ｑ Ａ
経過措置関係
１ 学士課程卒業までに免許状取得に必要な単位が満たせず，修

士課程入学後に引き続き一種免許状の教職課程を履修する予
定ですが，経過措置は適用されるのでしょうか。
なお，修士課程へは，学士課程卒業後間をおかずに入学する
予定です。

免許状取得に必要な単位（介護等の体験，第66条の６の科目
を除く）を満たせないまま学士課程を卒業（または退学）し
た場合は，経過措置が適用されません。
卒業後，間を置かずに修士課程に（科目等履修生を含む）入
学した場合も同様です。
修士課程入学後，新課程の科目で不足する単位を修得する必
要があります。

２ 卒業後に教員免許状を取得しようと思い立ったのですが，在
学中に修得した単位だけでは必要単位数を満たせません。こ
れから教職課程の履修を再開した場合でも経過措置が適用さ
れますか。

卒業（または退学）して一度学籍を失うと旧課程で免許状を
取得することができません。
旧課程での修得済みの単位は，新課程の単位とみなすことが
できますが，新課程で不足する単位については，追加で修得
する必要があります。

３ 平成31年４月に編入学（または再入学）した者ですが，経過
措置は適用されますか。

平成31年４月以降に編入学（または再入学）した者は経過措
置が適用されません。新課程で免許状取得に必要な単位を修
得してください。

４ 平成31年４月に工学院の系から理学院の系に転系しました
が，経過措置は適用されますか。

平成30年度において学士課程に在籍し，平成31年４月１日時
点で，引き続き学士課程に在籍しているため，経過措置が適
用されます。

５ 平成31年３月31日までに免許状授与の所要資格を満たしてい
ましたが，免許状の授与申請を行っていませんでした。新法
の施行日以降に授与申請を行った場合，新法と旧法のどちら
が適用されるのでしょうか。

新法の施行日前に大学に在学し卒業までに旧法による所要資
格を得ていた者は，施行日以降に申請を行っても新法の所要
資格を得ているとみなされますので，免許状の授与が可能で
す。

科目履修関係
６ 旧課程における必修科目「発達と学習Ⅲ」「特別活動の運営」

が廃止となっています。旧課程で必要な単位を揃えるために
はどのように履修すれば良いでしょうか。

「発達と学習Ⅲ」の替わりに「特別支援の理論と教育的配慮」
を，「特別活動の運営」の替わりに「特別活動及び総合的な
学習の時間の指導法」をそれぞれ履修してください。
これらの科目は，新課程と旧課程を兼ねる科目として開講さ
れているため，新・旧両方の課程に使用できる科目です。

７ 旧課程で中学校一種免許状の単位を修得する際に必修科目で
ある「マルチメディアと学習環境」は，新課程では開講され
ていないが，どのように履修すればよいですか。

「マルチメディアと学習環境」は，旧課程の科目であり，既
に開講していません。新課程では履修する必要はありません。

８ 経過措置が適用されず，新課程で免許状を取得しなければな
らないのですが，どの科目を追加で履修しなければならない
でしょうか。

新課程では，新たに修得が必要な事項が追加となり，各教科
の指導法の必要単位数が増加したため，以下の科目の単位を
修得する必要があります。
＜全員＞
・教育基礎Ｂ（１単位）
・特別支援の理論と教育的配慮（１単位）
・特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（１単位）
＜中一種免（数学・理科）＞
・数学科教育法Ⅳ（１単位）
・数学科教育法実践演習Ⅰ・Ⅱ（４単位）
・理科教育法Ⅳ（１単位）
・理科教育法実践演習Ⅰ・Ⅱ（４単位）
＜高一種免（数学・理科・情報・工業）＞
・数学科教育法Ⅳ（１単位）
・理科教育法Ⅳ（１単位）
・情報科教育法Ⅳ（１単位）
・工業科教育法Ⅳ（１単位）

９ 経過措置が適用されないため，新課程での免許状取得を目指
しています。既に旧課程において「発達と学習Ⅲ」と「特別
活動の運営」を修得済みですが，「特別支援の理論と教育的
配慮」及び「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」を
履修する必要があるのでしょうか。

新課程においては，新たに「特別の支援を必要とする幼児，
児童及び生徒に対する理解」と「総合的な学習の時間の指導
法」が追加事項となりました。
旧課程の「発達と学習Ⅲ」及び「特別活動の運営」は，これ
らの事項を扱っていないため，２科目とも追加で履修する必
要があります。

10 旧課程で「発達と学習Ⅲ」「特別活動の運営」の単位を修得
済みですが，新法が適用となる場合，これらの単位はどのよ
うに扱われるのでしょうか。

新課程の科目の単位としてみなすことできます。
「発達と学習Ⅲ」は「教育の基礎的理解に関する科目」，「特
別活動の運営」は「道徳，総合的な学習の時間等の指導法及
び生徒指導，教育相談等に関する科目」の単位数に算入され
ます。
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付表　教員免許状取得状況・教員就職状況

【令和６年度卒業生・修了生】

学院
（学士課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他一種 一種 一種 一種 一種 一種

理学院 137 3 3 3 2
工学院 389 1 1 1
物質理工学院 185 0
情報理工学院 94 0
生命理工学院 153 0
環境・社会理工学院 141 0

学院
（大学院課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種

理学院 195 0
工学院 643 0
物質理工学院 513 0
情報理工学院 190 0
生命理工学院 208 0
環境・社会理工学院 426 0

【令和５年度卒業生・修了生】

学院
（学士課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他一種 一種 一種 一種 一種 一種

理学院 160 5 3 1 4 2 1
工学院 373 0
物質理工学院 188 4 1 4 1
情報理工学院 112 0
生命理工学院 154 1 1 1
環境・社会理工学院 137 0

学院
（大学院課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種

理学院 190 2 1 1 1 1 1 1 2
工学院 710 0
物質理工学院 503 2 1 1 1 1
情報理工学院 174 0
生命理工学院 241 0
環境・社会理工学院 428 0

【令和４年度卒業生・修了生】

学院
（学士課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他一種 一種 一種 一種 一種 一種

理学院 139 1 1
工学院 389 0
物質理工学院 196 1 1
情報理工学院 109 0
生命理工学院 148 4 4 4
環境・社会理工学院 142 0

学院
（大学院課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種

理学院 192 1 1 1
工学院 673 1 1
物質理工学院 502 1 1 1
情報理工学院 176 0
生命理工学院 209 1 1 1
環境・社会理工学院 419 0
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【令和３年度卒業生・修了生】

学院
（学士課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他一種 一種 一種 一種 一種 一種

理学院 149 6 4 2 4 2 1
工学院 399 0
物質理工学院 201 0
情報理工学院 110 2 2 2 1
生命理工学院 148 0
環境・社会理工学院 137 0

学院
（大学院課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種

理学院 185 0
工学院 640 0
物質理工学院 501 2 2 2
情報理工学院 176 0
生命理工学院 231 2 1 2
環境・社会理工学院 432 0

【令和２年度卒業生・修了生】

学院
（学士課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他一種 一種 一種 一種 一種 一種

理学院 142 2 1 1 1
工学院 396 0
物質理工学院 195 1 1 1
情報理工学院 106 0
生命理工学院 141 3 3 3
環境・社会理工学院 148 0

学院
（大学院課程）

卒業者
の数

免許状
取得者
実数

中学 高校 就職
数学 理科 数学 理科 工業 情報 中学 高校 他専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種 専修 一種

理学院 179 3 1 1 1 1 1 1 2
工学院 653 0
物質理工学院 474 2 2 2
情報理工学院 178 0
生命理工学院 217 2 2 2
環境・社会理工学院 398 1 1 1 1

※�上記の人数は，一括申請で教育免許状を取得した人数であり，個人申請により教育免許状を取得した人数は含まれな
い。なお教員免許状の申請方法については，Ｑ＆Ａの質問21に詳細が掲載されている。

※上記の人数は，卒業・修了時に教員へ就職したことを教務課が把握できた人数に限る。
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